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１．調査概要 

１-１．調査目的 

企業における仕事と育児の両立に関する現状および課題について把握し、更なる方策等の検討

に役立てることを目的として調査を実施する。 

 

１-２．調査対象 

全国の従業員数 51人以上の企業 5,000社 

※民間信用調査会社のデータベースを基に、「農業、林業」「漁業」「公務」「分類不能の産業」

を除く法人格を有する企業等を対象とし、以下のとおり従業員規模別に割付を行った上で、

無作為に抽出した。 

図表 1 従業員規模別の割付件数 

従業員規模 件数 

51～100 人 1,000 

101～300 人 1,000 

301～500 人 1,000 

501～1,000 人 1,000 

1,001人以上 1,000 

全体 5,000 

 

１-３．調査方法 

調査対象企業に対し、アンケートに関する依頼状兼実施要領を送付し、専用の Webアンケート

画面から回答を求めた。Web 回答が困難な企業については、電子ファイルでの回答を受け付けた。 

 

１-４．調査期間 

2025年 11月 14日（金）～2025年 12月 12日（金） 

※期間中、調査対象企業より無作為抽出のうえ、電話督促を実施。 

 

１-５．回収数 

有効回収数：765件（うち、電子ファイルでの回答３件） 

有効回収率：15.3％ 
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１-６．集計方法（ウェイトバック） 

従業員規模の比率が全国的な分布と一致するように、「令和３年経済センサス活動調査」を基

に、従業員規模ごとに重み付けを行った上で集計を行った。 

図表 2 ①ウェイトバック前の従業員規模別件数および比率 

本アンケート Q2.従業員規模 件数 比率 

51～100人 113 14.8％ 

101～300人 180 23.5％ 

301～500人 118 15.4％ 

501～1,000人 150 19.6％ 

1,001人以上 204 26.7％ 

全体 765 100.0％ 

図表 3 ②令和３年経済センサス活動調査における件数および比率 

本アンケート Q2.従業員規模 件数 比率 

51～100人 61,430 49.3％ 

101～300人 43,784 35.2％ 

301～500人 8,965 7.2％ 

501～1,000人 5,697 4.6％ 

1,001人以上 4,622 3.7％ 

全体 124,498 100.0％ 

注 1）経済センサス活動調査における法人区分の「法人」のうち、農林水産業公務を除いた比率。 

注 2）「令和３年経済センサス活動調査 企業等に関する集計」では、上述の従業員規模に近似する「300～499 人」

「500～999 人」の区分がないことから、「令和３年経済センサス活動調査 事業所に関する集計」の結果を

基に比率を推計した。 

図表 4 ③ウェイトバック後の従業員規模別件数および比率 

 ウェイト値 件数 比率 

51～100 人 7.155 809 49.3％ 

101～300 人 3.202 576 35.1％ 

301～500 人 1.000 118 7.2％ 

501～1,000 人 0.500 75 4.6％ 

1,001 人以上 0.298 61 3.7％ 

全体 ― 1,639 100.0％ 

注１）「①ウェイトバック前の従業員規模別件数および比率」における各従業員規模の比率が、「②令和３年経済

センサス活動調査における件数および比率」における各従業員規模の比率と等しくなるよう、ウェイト値

を算出している。ウェイト値は端数の表記を省略している。 

注２）企業調査の集計結果はウェイトバック後の数値を使用して集計しているため、集計表の件数は整数として

表示しているが、実際には小数点以下が存在し、四捨五入されている。このため、各件数の足し上げが合

計と一致しない場合がある。  
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１-７．有識者ヒアリング 

調査票の作成、集計分析の方法等について、有識者３名に意見をうかがい、調査項目、比較・

分析結果に反映した。 

有識者（敬称略、所属・役職は実施時点のもの） 実施日 

佐藤 博樹 東京大学 名誉教授 9/25、2/2 

池田 心豪 独立行政法人労働政策研究・研修機構 副統括研究員 9/29、2/4 

高村 静  中央大学大学院戦略経営研究科 教授 10/1、2/2 

 

１-８．利用上の注意 

・構成比の数値は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は必ずしも

100％とならない場合がある。 

・統計表中に使用されている記号等は、次のとおりである。 

「-」は、調査又は集計したが、該当数字がないもの、又は数字が得られないものを示す。 

「0」、「0.0」は、調査又は集計したが、該当数字が表章単位に満たないものを示す。 

・ウェイトバック前のサンプルサイズが小さく誤差が大きいものについては、参考値として、各

図表で注釈を付している。 

・特に指定のない限り、2025年 10月１日現在の状況を回答するように求めた。 
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２．調査結果 

２-１．基本属性等 

（１）本社所在地 

回答企業の本社所在地をみると、「全体」では、「東京都」が 17.6％でもっとも割合が高く、次

いで「大阪府」が 9.8％となっている。 

図表 5 本社所在地：単数回答（Q1） 

  

合計 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県

全体 1,639 4.6 0.6 0.2 1.5 1.4 1.0 1.3 2.0 0.9 0.5
51～100人 809 6.2 0.0 0.0 0.9 1.8 0.9 0.9 2.7 0.9 0.0
101～300人 576 2.8 1.7 0.6 1.7 1.1 1.1 1.7 1.1 0.6 0.6
301～500人 118 5.1 0.0 0.0 3.4 0.8 0.8 1.7 2.5 2.5 2.5
501～1,000人 75 2.7 0.0 0.0 4.7 2.0 1.3 1.3 2.0 0.0 1.3
1,001人以上 61 2.5 0.5 1.0 1.0 0.0 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0

合計 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
全体 1,639 2.1 2.0 17.6 3.7 4.1 1.6 0.8 0.7 0.4 1.9
51～100人 809 2.7 0.9 14.2 2.7 4.4 1.8 0.9 0.9 0.9 2.7
101～300人 576 1.1 3.3 19.4 4.4 4.4 1.7 1.1 0.6 0.0 1.1
301～500人 118 1.7 2.5 16.1 8.5 2.5 1.7 0.0 0.0 0.0 1.7
501～1,000人 75 3.3 2.7 28.0 2.7 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
1,001人以上 61 2.5 2.0 36.3 2.9 1.0 1.5 0.0 0.5 0.0 0.5

合計 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
全体 1,639 1.0 2.4 8.0 1.6 0.1 1.6 9.8 2.8 0.1 1.4
51～100人 809 0.9 2.7 9.7 0.9 0.0 1.8 9.7 1.8 0.0 0.9
101～300人 576 1.1 2.2 5.6 2.8 0.0 1.1 10.6 3.3 0.0 2.8
301～500人 118 0.8 0.8 8.5 1.7 0.8 1.7 5.9 6.8 1.7 0.0
501～1,000人 75 1.3 2.7 8.0 1.3 0.0 1.3 12.7 3.3 0.0 0.7
1,001人以上 61 1.0 3.4 7.4 0.0 0.0 2.9 7.4 3.4 0.5 0.0

合計 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県
全体 1,639 1.9 1.9 2.5 2.8 0.2 1.0 0.2 0.0 0.8 3.1
51～100人 809 2.7 1.8 1.8 5.3 0.0 0.9 0.0 0.0 0.9 2.7
101～300人 576 1.7 2.8 3.9 0.0 0.6 1.1 0.6 0.0 0.6 3.3
301～500人 118 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.8 3.4
501～1,000人 75 0.0 0.0 1.3 3.3 0.7 0.0 0.0 0.7 1.3 2.0
1,001人以上 61 0.5 0.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 1.0 6.4

合計 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 無回答
全体 1,639 1.4 0.2 2.1 0.8 2.2 0.5 0.6 0.0
51～100人 809 2.7 0.0 2.7 0.9 3.5 0.0 0.0 0.0
101～300人 576 0.0 0.6 1.1 0.6 1.1 1.1 1.7 0.0
301～500人 118 0.0 0.0 4.2 1.7 0.8 0.8 0.0 0.0
501～1,000人 75 1.3 0.0 2.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0
1,001人以上 61 0.5 0.0 1.0 0.5 0.5 1.5 1.5 0.0

Q1 本社所在地
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（２）業種 

回答企業の業種をみると、「全体」では、「製造業」が 22.0％でもっとも割合が高く、次いで「医

療、福祉」が 16.2％となっている。 

図表 6 業種：単数回答（Q2） 

 
注）グラフ中では、割合が 0.0％のものについて表示を省略している。 

 

＜数値表＞ 

  

12.2%

16.8%

9.4%

4.2%

3.3%

4.4%

22.0%

26.5%

18.3%

18.6%

11.3%

15.2%

0.2%

0.6%

0.7%

7.6%

8.8%

6.7%

7.6%

3.3%

5.4%

5.3%

5.3%

6.1%

3.4%

4.0%

3.9%

8.5%

5.3%

12.2%

10.2%

12.7%

7.4%

1.8%

1.7%

7.6%

7.3%

9.8%

2.2%

2.7%

1.7%

0.8%

2.7%

2.5%

4.3%

5.3%

3.3%

3.4%

4.0%

3.4%

1.5%

1.8%

1.7%

0.5%

1.2%

0.9%

2.2%

5.9%

3.5%

6.1%

10.2%

15.3%

16.7%

16.2%

12.4%

20.0%

20.3%

20.7%

16.7%

1.1%

0.9%

0.6%

2.5%

3.3%

3.4%

9.8%

9.7%

9.4%

11.0%

10.7%

10.8%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

鉱業、採石業、砂利採取業 建設業 製造業

電気・ガス・熱供給・水道業 情報通信業 運輸業、郵便業

卸売業、小売業 金融業、保険業 不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業 宿泊業、飲食サービス業 生活関連サービス業、娯楽業

教育、学習支援業 医療、福祉 複合サービス事業

サービス業 無回答

合計 鉱業、採
石業、砂
利採取業

建設業 製造業 電気・ガ
ス・熱供
給・水道
業

情報通信
業

運輸業、
郵便業

卸売業、
小売業

金融業、
保険業

不動産
業、物品
賃貸業

学術研
究、専
門・技術
サービス
業

全体 1,639 0.0 12.2 22.0 0.2 7.6 5.3 8.5 1.8 2.2 4.3
51～100人 809 0.0 16.8 26.5 0.0 8.8 5.3 5.3 0.0 2.7 5.3
101～300人 576 0.0 9.4 18.3 0.6 6.7 6.1 12.2 1.7 1.7 3.3
301～500人 118 0.0 4.2 18.6 0.0 7.6 3.4 10.2 7.6 0.8 3.4
501～1,000人 75 0.0 3.3 11.3 0.7 3.3 4.0 12.7 7.3 2.7 4.0
1,001人以上 61 0.0 4.4 15.2 0.0 5.4 3.9 7.4 9.8 2.5 3.4

合計 宿泊業、
飲食サー
ビス業

生活関連
サービス
業、娯楽
業

教育、学
習支援業

医療、福
祉

複合サー
ビス事業

サービス
業

無回答

全体 1,639 1.5 1.2 5.9 16.2 1.1 9.8 0.0
51～100人 809 1.8 0.9 3.5 12.4 0.9 9.7 0.0
101～300人 576 1.7 2.2 6.1 20.0 0.6 9.4 0.0
301～500人 118 0.0 0.0 10.2 20.3 2.5 11.0 0.0
501～1,000人 75 0.0 0.0 15.3 20.7 3.3 10.7 0.7
1,001人以上 61 0.5 0.0 16.7 16.7 3.4 10.8 0.0

Q2 業種
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（３）従業員規模 

回答企業の従業員規模をみると、「51～100人」が 49.3％でもっとも割合が高く、次いで「101

～300 人」が 35.2％となっている。 

図表 7 従業員規模：単数回答（Q3） 

 

 

（４）従業員数の内訳 

①正規労働者の人数 

正規労働者の人数をみると、「全体」では、「51～100人」が 48.6％でもっとも割合が高く、次

いで「101～300人」が 25.8％となっている。 

図表 8 正規労働者の人数：単数回答（Q4-1） 

  

49.3% 35.2% 7.2%

4.6% 3.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人 101～300人 301～500人 501～1,000人 1,001人以上

10.7%

18.6%

3.9%

1.7%

0.0%

0.5%

48.6%

78.8%

27.2%

1.7%

0.7%

0.5%

25.8%

0.0%

63.3%

41.5%

10.7%

2.0%

5.5%

0.0%

0.0%

48.3%

40.7%

4.9%

5.3%

0.0%

0.0%

0.0%

43.3%

89.2%

4.1%

2.7%

5.6%

6.8%

4.7%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

50人以下 51～100人 101～300人 301～500人 501以上 無回答
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②無期雇用労働者（正規労働者以外）の人数 

無期雇用労働者（正規労働者以外）の人数をみると、「全体」では、「20人以下」が 63.1％でも

っとも割合が高く、次いで「21～40 人」が 6.7％となっている。 

図表 9 無期雇用労働者（正規労働者以外）の人数：単数回答（Q4-2） 

 

 

③有期雇用労働者の人数 

有期雇用労働者の人数をみると、「全体」では、「20人以下」が 47.8％でもっとも割合が高く、

次いで「21～40人」が 14.8％となっている。 

図表 10 有期雇用労働者の人数：単数回答（Q4-3） 

 

  

63.1%

66.4%

65.6%

56.8%

45.3%

29.9%

6.7%

4.4%

8.9%

11.0%

6.7%

8.8%

2.7%

0.9%

3.9%

5.1%

10.0%

2.5%

1.7%

0.0%

2.8%

4.2%

4.7%

5.9%

4.1%

0.0%

3.9%

7.6%

18.7%

35.8%

21.7%

28.3%

15.0%

15.3%

14.7%

17.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

20人以下 21～40人 41～60人 61～80人 81人以上 無回答

47.8%

65.5%

38.9%

16.9%

10.0%

3.9%

14.8%

13.3%

19.4%

16.1%

4.0%

1.5%

4.1%

0.9%

6.7%

11.0%

10.7%

1.5%

4.6%

0.9%

8.9%

8.5%

7.3%

2.9%

11.7%

0.0%

11.1%

31.4%

56.0%

79.9%

17.0%

19.5%

15.0%

16.1%

12.0%

10.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

20人以下 21～40人 41～60人 61～80人 81人以上 無回答
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（５）出産・育児を理由とした離職者の割合 

過去３年間の正規労働者の離職者のうち、出産・育児を理由として離職した者の割合を男女別

に尋ねた。 

①出産・育児を理由とした離職者の割合（男性正規労働者） 

過去３年間の男性正規労働者の離職者のうち、出産・育児を理由とした離職者の割合をみると、

「全体」では、「離職者はいない」が 74.0％でもっとも割合が高く、次いで「20％未満」が 17.8％

となっている。 

従業員規模別にみると、規模が大きいほど「20％未満」の割合が高い傾向がみられる。 

図表 11 過去３年間の離職者のうち、 

出産・育児を理由とした離職者の割合（男性正規労働者）：単数回答（Q5-1） 

 

注）グラフ中では、割合が 0.0％のものについて表示を省略している。 

 

また、「離職者はいない」「把握していない」と回答した企業、および無回答だった企業を除い

た結果は以下のとおりとなっている。「全体」では、「20％未満」が 91.2％でもっとも割合が高く、

次いで「60％以上 80％未満」が 5.7％となっている。 

図表 12 【「離職者はいない」「把握していない」「無回答」を除く】 

過去３年間の離職者のうち、出産・育児を理由とした離職者の割合（男性正規労働者）：単数回答（Q5-1） 

 
注）グラフ中では、割合が 0.0％のものについて表示を省略している。 

注）「51～100 人」「301～500 人」は、ウェイトバック前のサンプルサイズが小さいため、参考値。  

17.8%

15.0%

17.8%

22.9%

26.0%

33.3%

0.1%

0.8%

1.3%

0.5% 0.5%

1.1%

1.8%

0.6%

0.7%

0.5%

0.4%

0.9%

74.0%

78.8%

72.2%

71.2%

63.3%

45.1%

5.1%

2.7%

6.7%

5.1%

8.0%

19.6%

1.5%

0.9%

2.8%

0.7%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

20%未満 20%以上40%未満 40%以上60%未満 60%以上80%未満 80%以上

離職者はいない 把握していない 無回答

91.2%

85.0%

97.0%

96.4%

92.9%

95.8%

0.7%

3.6%

4.8%

1.4%

0.1%

1.4%

5.7%

10.0%

3.0%

2.4%

1.4%

2.2%

5.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=319)

51～100人(n=143)

101～300人(n=106)

301～500人(n=28)

501～1,000人(n=21)

1,001人以上(n=21)

20%未満 20%以上40%未満 40%以上60%未満 60%以上80%未満 80%以上
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②出産・育児を理由とした離職者の割合（女性正規労働者） 

過去３年間の女性正規労働者の離職者のうち、出産・育児を理由とした離職者の割合をみると、

「全体」では、「離職者はいない」が 65.8％でもっとも割合が高く、次いで「20％未満」が 26.8％

となっている。 

従業員規模別にみると、規模が大きいほど「20％未満」の割合が高い傾向がみられる。 

図表 13 過去３年間の離職者のうち、 

出産・育児を理由とした離職者の割合（女性正規労働者）：単数回答（Q5-2） 

 

注）グラフ中では、割合が 0.0％のものについて表示を省略している。 

 

また、「離職者はいない」「把握していない」と回答した企業、および無回答だった企業を除い

た結果は以下のとおりとなっている。「全体」では、「20％未満」が 93.6％でもっとも割合が高く、

次いで「20％以上 40％未満」が 3.5％となっている。 

従業員規模別にみると、「301～500人」では、60％以上の割合（「60％以上 80％未満」と「80％

以上」の合計）が高い傾向がみられる。 

図表 14 【「離職者はいない」「把握していない」「無回答」を除く】 

過去３年間の離職者のうち、出産・育児を理由とした離職者の割合（女性正規労働者）：単数回答（Q5-2） 

 
注）グラフ中では、割合が 0.0％のものについて表示を省略している。 

注）「51～100 人」は、ウェイトバック前のサンプルサイズが小さいため、参考値。  

26.8%

21.2%

27.2%

39.0%

43.3%

52.0%

1.0%

0.9%

1.1%

2.0%

2.5%

0.6%

0.9%

0.6%

0.1%

0.8%

0.5%

0.1%

1.7%

65.8%

74.3%

63.9%

50.0%

47.3%

24.5%

5.1%

2.7%

6.1%

8.5%

6.7%

20.1%

0.4%

1.1%

0.7%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

20%未満 20%以上40%未満 40%以上60%未満 60%以上80%未満 80%以上

離職者はいない 把握していない 無回答

93.6%

92.3%

94.2%

93.9%

95.6%

94.6%

3.5%

3.8%

3.8%

4.4%

4.5%

2.2%

3.8%

1.9%

0.3%

2.0%

0.9%

0.4%

4.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=469)

51～100人(n=186)

101～300人(n=166)

301～500人(n=49)

501～1,000人(n=34)

1,001人以上(n=33)

20%未満 20%以上40%未満 40%以上60%未満 60%以上80%未満 80%以上
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２-２．育児・介護休業法改正についての対応状況 

育児・介護休業法の改正への対応状況を尋ねた。なお、「１－８．利用上の注意」に記載のとお

り、本調査では特に指定のない限り、2025年 10月１日現在の状況を回答するように求めた。 

 

（１）令和３年育児・介護休業法改正についての対応状況 

①育児休業を取得しやすい雇用環境の整備や、妊娠・出産等の申出をした労働者に対する個別の

制度周知・意向確認の措置が、事業主に対して義務付けられたこと 

育児休業を取得しやすい雇用環境の整備や、妊娠・出産等の申出をした労働者に対する個別の

制度周知・意向確認の措置が、事業主に対して義務付けられたことについて、対応できているか

をみると、「全体」では、「対応済みである」が 91.9％でもっとも割合が高く、次いで「現時点で

対応できていないが、対応予定が具体化されている」が 5.5％となっている。 

従業員規模別にみると、301人以上では「対応済みである」が 95％以上となっている。 

図表 15 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備や、 

妊娠・出産等の申出をした労働者に対する個別の制度周知・意向確認の措置が、 

事業主に対して義務付けられたこと：単数回答（Q6-1） 

  

91.9%

89.4%

92.8%

97.5%

97.3%

98.5%

5.5%

7.1%

5.0%

2.5%

2.0%

0.0%

2.6%

3.5%

2.2%

0.0%

0.7%

0.5%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

対応済みである 現時点で対応できていないが、

対応予定が具体化されている

対応できていない 無回答
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②有期雇用労働者の育児・介護休業取得について、「引き続き雇用された期間が１年以上｣とする

要件が廃止されたこと 

有期雇用労働者の育児・介護休業取得について、「引き続き雇用された期間が１年以上｣とする

要件が廃止されたことに対応できているかをみると、「全体」では、「対応済みである」が 89.1％

でもっとも割合が高く、次いで「対応できていない」が 5.2％となっている。従業員規模別にみ

ると、いずれの従業員規模でも「対応済みである」の割合が約９割となっている。 

図表 16 有期雇用労働者の育児・介護休業の取得について、 

「引き続き雇用された期間が１年以上｣とする要件が廃止されたこと：単数回答（Q6-2） 

 

③出生時育児休業（産後パパ育休）が開始されたこと 

出生時育児休業（産後パパ育休）が開始されたことについて、対応できているかをみると、「全

体」では、「対応済みである」が 89.0％でもっとも割合が高く、次いで「現時点で対応できてい

ないが、対応予定が具体化されている」が 6.4％となっている。 

従業員規模別にみると、301人以上では「対応済みである」が 95％以上となっている。 

図表 17 出生時育児休業（産後パパ育休）が開始されたこと：単数回答（Q6-3） 

  

89.1%

88.5%

88.3%

92.4%

92.7%

93.1%

5.1%

5.3%

6.1%

2.5%

2.7%

0.5%

5.2%

5.3%

5.0%

5.1%

4.7%

5.4%

0.7%

0.9%

0.6%

0.0%

0.0%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

対応済みである 現時点で対応できていないが、

対応予定が具体化されている

対応できていない 無回答

89.0%

84.1%

92.2%

96.6%

97.3%

98.5%

6.4%

9.7%

3.9%

1.7%

2.7%

0.0%

3.9%

5.3%

3.3%

1.7%

0.0%

0.5%

0.7%

0.9%

0.6%

0.0%

0.0%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

対応済みである 現時点で対応できていないが、

対応予定が具体化されている

対応できていない 無回答



 

12 

④１歳までの育児休業が分割して２回取得可能になったこと 

１歳までの育児休業が分割して２回取得可能になったことについて、対応できているかをみる

と、「全体」では、「対応済みである」が 88.8％でもっとも割合が高く、次いで「現時点で対応で

きていないが、対応予定が具体化されている」が 6.1％となっている。 

従業員規模別にみると、規模が大きいほど「対応済みである」の割合が高い傾向がみられる。 

図表 18 １歳までの育児休業が分割して２回取得可能になったこと：単数回答（Q6-4） 

  

88.8%

85.0%

91.1%

94.1%

96.7%

98.5%

6.1%

8.0%

5.0%

3.4%

3.3%

0.0%

4.4%

6.2%

3.3%

2.5%

0.0%

0.5%

0.7%

0.9%

0.6%

0.0%

0.0%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

対応済みである 現時点で対応できていないが、

対応予定が具体化されている

対応できていない 無回答
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（２）令和６年育児・介護休業法改正についての対応状況 

①子の看護休暇が子の看護等休暇となり、対象となる子の年齢の拡大、取得事由の追加、対象と

なる労働者の拡大が定められたこと 

子の看護休暇が子の看護等休暇となり、対象となる子の年齢の拡大、取得事由の追加、対象と

なる労働者の拡大が定められたことについて、対応できているかをみると、「全体」では、「対応

済みである」が 84.6％でもっとも割合が高く、次いで「現時点で対応できていないが、対応予定

が具体化されている」が 8.9％となっている。 

従業員規模別にみると、301人以上では「対応済みである」の割合が 95％以上となっている。 

図表 19 子の看護休暇が子の看護等休暇となり、対象となる子の年齢の拡大、 

取得事由の追加、対象となる労働者の拡大が定められたこと：単数回答（Q7-1） 

 

②所定外労働の制限（残業免除）の対象が小学校就学前の子を養育する労働者まで拡大したこと 

所定外労働の制限（残業免除)の対象が小学校就学前の子を養育する労働者まで拡大したこと

について、対応できているかをみると、「全体」では、「対応済みである」が 87.6％でもっとも割

合が高く、次いで「現時点で対応できていないが、対応予定が具体化されている」が 7.3％とな

っている。従業員規模別にみると、301人以上では「対応済みである」の割合が 95％以上となっ

ている。 

図表 20 所定外労働の制限（残業免除）の対象が 

小学校就学前の子を養育する労働者まで拡大したこと：単数回答（Q7-2） 

 

84.6%

79.6%

85.6%

97.5%

99.3%

97.5%

8.9%

9.7%

11.1%

1.7%

0.7%

1.5%

6.5%

10.6%

3.3%

0.8%

0.0%

0.5%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

対応済みである 現時点で対応できていないが、

対応予定が具体化されている

対応できていない 無回答

87.6%

83.2%

89.4%

95.8%

99.3%

98.5%

7.3%

8.0%

8.9%

3.4%

0.7%

0.5%

4.8%

8.8%

1.1%

0.8%

0.0%

0.5%

0.2%

0.0%

0.6%

0.0%

0.0%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

対応済みである 現時点で対応できていないが、

対応予定が具体化されている

対応できていない 無回答
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③３歳未満の子を養育する労働者に関して、育児短時間勤務制度の導入が困難な場合の代替措置

の選択肢にテレワークが追加されたこと 

３歳未満の子を養育する労働者に関して、育児短時間勤務制度の導入が困難な場合の代替措置

の選択肢にテレワークが追加されたことについて、対応できているかをみると、「全体」では、「対

応済みである」が 46.9％でもっとも割合が高く、次いで「対応できていない」が 40.6％となって

いる。 

従業員規模別にみると、101 人以上では「対応済みである」の割合が５割弱から６割弱となっ

ている。 

図表 21 ３歳未満の子を養育する労働者に関して、育児短時間勤務制度の導入が困難な場合の 

代替措置の選択肢にテレワークが追加されたこと：単数回答（Q7-3） 

 

また、短時間勤務が困難な業務に従事する労働者を短時間勤務制度から適用除外している企業

（Q24 で、「適用除外している」として集計した企業）の結果は以下のとおりとなっている。「全

体」では、「対応済みである」が 39.4％でもっとも割合が高くなっている。 

図表 22 【短時間勤務が困難な業務に従事する労働者を適用除外している企業】 

３歳未満の子を養育する労働者に関して、育児短時間勤務制度の導入が困難な場合の 

代替措置の選択肢にテレワークが追加されたこと：単数回答（Q7-3） 

 
注）「51～100 人」「301～500 人」「501～1,000 人」「1,001 人以上」は、ウェイトバック前のサンプルサイズが小

さいため、参考値。  

46.9%

42.5%

51.1%

48.3%

52.0%

56.4%

10.9%

10.6%

14.4%

4.2%

4.0%

3.4%

40.6%

46.0%

32.2%

45.8%

41.3%

36.3%

1.6%

0.9%

2.2%

1.7%

2.7%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

対応済みである 現時点で対応できていないが、

対応予定が具体化されている

対応できていない 無回答

39.4%

30.0%

42.4%

43.8%

59.1%

52.6%

23.3%

30.0%

24.2%

6.3%

4.5%

5.3%

34.7%

40.0%

30.3%

37.5%

36.4%

36.8%

2.6%

0.0%

3.0%

12.5%

0.0%

5.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=210)

51～100人(n=72)

101～300人(n=106)

301～500人(n=16)

501～1,000人(n=11)

1,001人以上(n=6)

対応済みである 現時点で対応できていないが、

対応予定が具体化されている

対応できていない 無回答
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④従業員数が 300人超の事業主について、育児休業の取得状況を年１回公表することが義務付け

られたこと 

従業員数が 300人超の事業主について、育児休業の取得状況を年１回公表することが義務付け

られたことについて、301 人以上の企業で対応できているかをみると、「全体」では、「対応済み

である」が 92.4％でもっとも割合が高く、次いで「対応できていない」が 3.9％となっている。 

従業員規模別にみると、501 人以上では「対応済みである」の割合が 95％以上となっている。 

図表 23 従業員数が 300 人超の事業主について、 

育児休業の取得状況を年１回公表することが義務付けられたこと：単数回答（Q7-4） 

 

 

⑤３歳未満の子を養育する労働者が、テレワークを選択できるように措置を講ずることが努力義

務化されたこと 

３歳未満の子を養育する労働者が、テレワークを選択できるように措置を講ずることが努力義

務化されたことについて、対応できているかをみると、「全体」では、「対応できていない」が 48.3％

でもっとも割合が高く、次いで「対応済みである」が 41.0％となっている。 

従業員規模別にみると、いずれの従業員規模でも「対応済みである」の割合が４割弱から５割

弱となっている。 

図表 24 ３歳未満の子を養育する労働者が、 

テレワークを選択できるように措置を講ずることが努力義務化されたこと：単数回答（Q7-5） 

  

92.4%

89.0%

95.3%

95.6%

3.3%

5.1%

2.0%

1.5%

3.9%

5.9%

2.7%

1.5%

0.4%

0.0%

0.0%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=254)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

対応済みである 現時点で対応できていないが、

対応予定が具体化されている

対応できていない 無回答

41.0%

37.2%

45.0%

42.4%

43.3%

49.0%

9.0%

8.0%

12.2%

5.9%

4.7%

3.9%

48.3%

53.1%

41.1%

50.8%

50.7%

45.1%

1.7%

1.8%

1.7%

0.8%

1.3%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

対応済みである 現時点で対応できていないが、

対応予定が具体化されている

対応できていない 無回答
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⑥３歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、柔軟な働き方を実現するための措置を

２つ以上選択して講ずることが義務化されたこと 

３歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、柔軟な働き方を実現するための措置を

２つ以上選択して講ずることが義務化されたことについて、対応できているかをみると、「全体」

では、「対応済みである」が 77.9％でもっとも割合が高く、次いで「対応できていない」が 13.2％

となっている。 

従業員規模別にみると、「51～100 人」では約７割、「101～300 人」では８割であるのに対し、

301 人以上では「対応済みである」の割合が約 95％となっている。 

図表 25 ３歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、柔軟な働き方を実現するための 

措置を２つ以上選択して講ずることが義務化されたこと：単数回答（Q7-6） 

 

  

77.9%

70.8%

80.0%

94.9%

97.3%

96.1%

8.8%

8.8%

11.7%

2.5%

2.0%

2.5%

13.2%

20.4%

8.3%

2.5%

0.7%

1.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

対応済みである 現時点で対応できていないが、

対応予定が具体化されている

対応できていない 無回答
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⑦子が３歳になる前の労働者に対して、柔軟な働き方を実現するための措置の中から選択したも

のについて、周知と制度利用の意向確認を行うことが義務化されたこと 

子が３歳になる前の労働者に対して、柔軟な働き方を実現するための措置の中から選択したも

のについて、周知と制度利用の意向の確認を行うことが義務化されたことについて、対応できて

いるかをみると、「全体」では、「対応済みである」が 75.8％でもっとも割合が高く、次いで「現

時点で対応できていないが、対応予定が具体化されている」が 12.8％となっている。 

従業員規模別にみると、「51～100人」の７割強から「501～1000人」の約９割強まで、規模が

大きくなるほど割合が高くなっている。 

図表 26 子が３歳になる前の労働者に対して、柔軟な働き方を実現するための措置の中から 

選択したものについて、周知と制度利用の意向確認を行うことが義務化されたこと：単数回答（Q7-7） 

  

75.8%

71.7%

77.2%

82.2%

92.7%

83.8%

12.8%

10.6%

16.1%

15.3%

6.0%

13.2%

10.6%

16.8%

5.6%

2.5%

1.3%

2.0%

0.9%

0.9%

1.1%

0.0%

0.0%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

対応済みである 現時点で対応できていないが、

対応予定が具体化されている

対応できていない 無回答
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⑧妊娠・出産等の申出があったときや、子が３歳になる前の労働者に対し、就業条件に関する意

向を個別に周知し、配慮することが義務化されたこと 

妊娠・出産等の申出があったときや、子が３歳になる前の労働者に対し、就業条件に関する意

向を個別に周知し、配慮することが義務化されたことについて、対応できているかをみると、「全

体」では、「対応済みである」が 82.1％でもっとも割合が高く、次いで「現時点で対応できてい

ないが、対応予定が具体化されている」が 10.8％となっている。 

従業員規模別にみると、「51～100人」の８割弱から「501～1000人」の約９割強まで、規模が

大きくなるほど割合が高くなっている。 

図表 27 妊娠・出産等の申出があったときや、子が３歳になる前の労働者に対し、 

就業条件に関する意向を個別に周知し、配慮することが義務化されたこと：単数回答（Q7-8） 

   

82.1%

78.8%

83.9%

85.6%

92.7%

89.7%

10.8%

11.5%

10.6%

11.9%

6.0%

7.8%

6.4%

8.8%

5.0%

2.5%

1.3%

2.0%

0.7%

0.9%

0.6%

0.0%

0.0%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

対応済みである 現時点で対応できていないが、

対応予定が具体化されている

対応できていない 無回答
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２-３．育児休業制度・出生時育児休業（産後パパ育休） 

（１）育児休業の対象となる子の範囲 

①育児休業の対象となる子の範囲（正規労働者） 

正規労働者について、育児休業の対象となる子の範囲をみると、「全体」では、「法で定められ

ている子の範囲のみを対象」が 87.6％でもっとも割合が高く、次いで「わからない」が 6.0％と

なっている。 

従業員規模別にみると、「1,001 人以上」では他に比べて、「養育里親として養育する子」の割

合が高い傾向がみられる。 

図表 28 育児休業の対象となる子の範囲（正規労働者）：複数回答（Q8-1） 

 
  

87.6%

0.7%

0.2%

3.0%

3.6%

1.3%

0.3%

6.0%

0.5%

86.7%

0.0%

0.0%

2.7%

1.8%

0.9%

0.0%

7.1%

0.9%

88.9%

1.7%

0.6%

2.8%

4.4%

1.7%

0.6%

6.1%

0.0%

88.1%

0.8%

0.0%

5.1%

6.8%

0.8%

0.0%

3.4%

0.8%

88.0%

0.7%

0.0%

2.0%

6.7%

1.3%

0.7%

2.7%

0.0%

84.3%

1.0%

0.0%

6.4%

10.8%

4.4%

1.5%

0.5%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

法で定められている子の範囲のみを対象

孫、またはひ孫

姪、または甥

結婚相手の子

養育里親として養育する子

同性カップルの相手の子

その他の対象

わからない

無回答

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)



 

20 

②育児休業の対象となる子の範囲（無期雇用労働者） 

無期雇用労働者について、育児休業の対象となる子の範囲をみると、「全体」では、「法で定め

られている子の範囲のみを対象」が 72.9％でもっとも割合が高く、次いで「わからない」が 13.0％

となっている。 

従業員規模別にみると、「1,001 人以上」では他に比べて、「養育里親として養育する子」の割

合が高い傾向がみられる。また、「51～100 人」では他に比べて、「わからない」の割合が高い傾

向がみられる。 

図表 29 育児休業の対象となる子の範囲（無期雇用労働者）：複数回答（Q8-2） 

 

  

72.9%

0.7%

0.2%

2.1%

3.2%

1.3%

0.9%

13.0%

9.0%

66.4%

0.0%

0.0%

0.9%

1.8%

0.9%

0.9%

16.8%

12.4%

78.9%

1.7%

0.6%

2.8%

3.3%

1.7%

1.1%

11.1%

5.6%

78.8%

0.8%

0.0%

5.1%

6.8%

0.8%

0.0%

5.9%

7.6%

81.3%

0.0%

0.0%

2.0%

6.7%

1.3%

0.7%

6.0%

4.0%

80.9%

1.0%

0.0%

4.9%

9.3%

2.9%

1.5%

1.5%

4.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

法で定められている子の範囲のみを対象

孫、またはひ孫

姪、または甥

結婚相手の子

養育里親として養育する子

同性カップルの相手の子

その他の対象

わからない

無回答

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)
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③育児休業の対象となる子の範囲（有期雇用労働者） 

有期雇用労働者について、育児休業の対象となる子の範囲をみると、「全体」では、「法で定め

られている子の範囲のみを対象」が 75.8％でもっとも割合が高く、次いで「わからない」が 11.4％

となっている。 

従業員規模別にみると、規模が小さいほど「わからない」の割合が高い傾向がみられる。 

図表 30 育児休業の対象となる子の範囲（有期雇用労働者）：複数回答（Q8-3） 

 

  

75.8%

0.7%

0.2%

2.0%

3.4%

1.3%

0.7%

11.4%

7.7%

69.0%

0.0%

0.0%

0.9%

1.8%

0.9%

0.9%

15.0%

11.5%

81.7%

1.7%

0.6%

2.8%

3.9%

1.7%

0.6%

9.4%

4.4%

83.1%

0.8%

0.0%

5.1%

6.8%

0.8%

0.0%

5.1%

4.2%

85.3%

0.0%

0.0%

1.3%

6.7%

1.3%

0.7%

4.7%

2.0%

83.8%

1.0%

0.0%

5.4%

9.8%

3.4%

1.5%

1.5%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

法で定められている子の範囲のみを対象

孫、またはひ孫

姪、または甥

結婚相手の子

養育里親として養育する子

同性カップルの相手の子

その他の対象

わからない

無回答

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)
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（２）育児休業の対象から除外している労働者の要件 

育児休業の対象から除外している労働者の要件をみると、「全体」では、「入社１年未満の労働

者」が 55.9％でもっとも割合が高く、次いで「週の所定労働日数が２日以下の労働者」が 54.7％

となっている。 

従業員規模別にみると、「51～100 人」では他に比べて、「労使協定を締結していない」の割合

が高い傾向がみられる。また、「301～500人」では他に比べて、「労使協定を締結していない」の

割合が低く、「入社１年未満の労働者」「申出の日から１年以内に雇用関係が終了する労働者」「週

の所定労働日数が２日以下の労働者」の割合が高い傾向がみられる。 

図表 31 育児休業の対象から除外している労働者の要件：複数回答（Q9） 

  

20.9%

55.9%

50.3%

54.7%

2.2%

10.3%

2.0%

25.7%

49.6%

45.1%

51.3%

1.8%

12.4%

2.7%

17.2%

62.2%

52.8%

55.6%

2.2%

10.0%

1.7%

10.2%

67.8%

63.6%

69.5%

1.7%

5.1%

0.0%

16.7%

59.3%

62.0%

62.7%

2.7%

4.0%

0.7%

19.1%

52.5%

55.4%

52.0%

8.8%

2.5%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

労使協定を締結していない

（対象から除外している労働者はいない）

入社１年未満の労働者

申出の日から１年以内に雇用関係が終了する労働者

週の所定労働日数が２日以下の労働者

その他

わからない

無回答

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)
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（３）出生時育児休業（産後パパ育休）取得時の申出期限 

出生時育児休業（産後パパ育休）取得時の申出期限をみると、「全体」では、「休業の２週間前

まで」が 73.3％でもっとも割合が高く、次いで「休業の１か月前まで」が 17.6％となっている。 

従業員規模別にみると、規模が大きいほど「休業の２週間前まで」の割合が高い傾向がみられ

る。 

図表 32 出生時育児休業（産後パパ育休）取得時の申出期限：単数回答（Q10） 

 
（４）出生時育児休業（産後パパ育休）を取得した労働者の賃金の取扱い 

出生時育児休業（産後パパ育休）を取得した労働者の賃金の取扱いをみると、「全体」では、「支

給していない」が 87.9％でもっとも割合が高く、次いで「休業開始時の賃金を一部支給している」

が 6.2％となっている。 

従業員規模別にみると、101人以上の企業では、規模が大きいほど賃金を支給している割合（「休

業開始時の賃金を全額支給している」「休業開始時の賃金を一部支給している」の合計）が高い傾

向がみられる。 

図表 33 出生時育児休業（産後パパ育休）を取得した労働者の賃金の取扱い：単数回答（Q11） 

   

73.3%

71.7%

73.3%

75.4%

80.7%

81.9%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.5%

17.6%

15.9%

19.4%

21.2%

17.3%

14.7%

0.3%

0.0%

0.6%

0.8%

0.7%

1.5%

8.2%

11.5%

6.7%

1.7%

1.3%

1.0%

0.5%

0.9%

0.0%

0.8%

0.0%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

休業の２週間前まで 休業の３週間前まで 休業の１か月前まで その他

規定がない、わからない 無回答

4.5%

5.3%

4.4%

0.8%

3.3%

3.4%

6.2%

6.2%

3.9%

8.5%

10.7%

18.6%

87.9%

86.7%

90.6%

89.8%

84.7%

77.5%

1.4%

1.8%

1.1%

0.8%

1.3%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

休業開始時の賃金を全額支給している 休業開始時の賃金を一部支給している

支給していない 無回答
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（５）出生時育児休業（産後パパ育休）取得中の就業に関する労使協定の締結有無・就業可能日

の上限 

出生時育児休業（産後パパ育休）取得中の就業に関する労使協定を締結しているか、および締

結している場合の就業可能日の上限をみると、「全体」では、「労使協定は締結していない」が

41.5％でもっとも割合が高く、次いで「労使協定を締結している：休業期間中は、所定労働日・

所定労働時間の半分まで就労可能としている」が 35.2％となっている。 

従業員規模別にみると、301人以上では、「労使協定は締結していない」が過半数を占めている。 

図表 34 出生時育児休業（産後パパ育休）取得中の就業に関する 

労使協定の締結有無・就業可能日の上限：単数回答（Q12） 

 

  

41.5%

35.4%

42.8%

56.8%

56.0%

61.8%

35.2%

36.3%

36.1%

29.7%

32.7%

25.5%

4.1%

4.4%

3.9%

2.5%

4.7%

4.4%

19.1%

23.9%

17.2%

10.2%

6.7%

6.9%

0.1%

0.0%

0.0%

0.8%

0.0%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

労使協定は締結していない

労使協定を締結している:休業期間中は、所定労働日・所定労働時間の半分まで就労可能としている

労使協定を締結している:上記以外

その他

無回答
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（６）出生時育児休業（産後パパ育休）取得者のうち、休業中に就業を行った労働者の有無 

出生時育児休業（産後パパ育休）取得中の就業に関する労使協定を締結している企業について、

休業中に就業を行った労働者の有無をみると、「全体」では、「休業中に就業を行った者はいない」

が 47.9％でもっとも割合が高く、次いで「出生時育児休業の取得者がいない」が 33.7％となって

いる。 

従業員規模別にみると、「51～100 人」では他に比べて、「出生時育児休業の取得者がいない」

の割合が高い傾向がみられる。 

図表 35 出生時育児休業（産後パパ育休）取得者のうち、休業中に就業を行った労働者の有無：

単数回答（Q13） 

 

また、「出生時育児休業の取得者がいない」「わからない」と回答した企業、および無回答だっ

た企業を除いた結果は以下のとおりとなっている。「全体」では、「休業中に就業を行う者がいる」

が 24.0％となっている。 

従業員規模別にみると、「1,001人以上」では「休業中に就業を行う者がいる」の割合が約５割

であるのに対し、1,000 人以下では２割から３割強となっている。 

図表 36 【「出生時育児休業の取得者がいない」「わからない」「無回答」を除く】 

出生時育児休業（産後パパ育休）取得者のうち、休業中に就業を行った労働者の有無：単数回答（Q13） 

 
注）「51～100 人」は、ウェイトバック前のサンプルサイズが小さいため、参考値。  

15.1%

10.9%

15.3%

28.9%

23.2%

49.2%

47.9%

43.5%

51.4%

60.5%

55.4%

45.9%

33.7%

43.5%

27.8%

10.5%

19.6%

3.3%

1.0%

0.0%

2.8%

0.0%

0.0%

1.6%

2.2%

2.2%

2.8%

0.0%

1.8%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=644)

51～100人(n=329)

101～300人(n=231)

301～500人(n=38)

501～1,000人(n=28)

1,001人以上(n=18)

休業中に就業を行う者がいる 休業中に就業を行った者はいない 出生時育児休業の取得者がいない

わからない 無回答

24.0%

20.0%

22.9%

32.4%

29.5%

51.7%

76.0%

80.0%

77.1%

67.6%

70.5%

48.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=406)

51～100人(n=179)

101～300人(n=154)

301～500人(n=34)

501～1,000人(n=22)

1,001人以上(n=17)

休業中に就業を行う者がいる 休業中に就業を行った者はいない
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（７）育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）を取得しやすい雇用環境整備の措置の実施状

況 

育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）を取得しやすい雇用環境整備の措置の実施状況を

みると、「全体」では、「育児休業・産後パパ育休に関する制度と取得促進に関する方針の周知」

が 65.2％でもっとも割合が高く、次いで「育児休業・産後パパ育休に関する相談窓口の設置」が

48.0％となっている。 

従業員規模別にみると、「育児休業・産後パパ育休に関する制度と取得促進に関する方針の周

知」はいずれも６割以上となっている。一方、「育児休業・産後パパ育休に関する相談窓口の設置」

は「51～100 人」では 38.9％と半数に満たないのに対し、101 人以上では５割強から７割弱と、

取組状況に開きがみられる。 

図表 37 育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）を取得しやすい 

雇用環境整備の措置の実施状況：複数回答（Q14） 

  

65.2%

9.2%

48.0%

17.3%

2.3%

16.4%

0.5%

61.1%

8.0%

38.9%

11.5%

2.7%

20.4%

0.9%

65.6%

10.0%

52.8%

23.9%

1.7%

16.1%

0.0%

73.7%

10.2%

66.1%

16.9%

0.8%

8.5%

0.8%

82.0%

9.3%

62.7%

21.3%

4.7%

1.3%

0.0%

78.9%

16.2%

69.1%

26.5%

2.9%

1.5%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

育児休業・産後パパ育休に関する制度と

取得促進に関する方針の周知

雇用する労働者に対する

育児休業・産後パパ育休に係る研修の実施

育児休業・産後パパ育休に関する相談窓口の設置

育児休業・産後パパ育休の取得事例の収集・提供

その他

いずれも実施していない

無回答

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)



 

27 

（８）男性の育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）の取得期間の延伸に向けた取組 

男性の育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）の取得期間の延伸に向けた取組をみると、

「全体」では、「日ごろから休暇を取得しやすい環境整備や長時間労働の是正等、働き方の見直し

に取り組んでいる」が 48.5％でもっとも割合が高く、次いで「経営層や人事部、上司などから男

性育休の取得や期間延伸に関する方針・メッセージを伝えている」が 27.1％となっている。 

従業員規模別にみると、規模が大きいほど「男性が育児休業を取得する意義や必要性を社内に

発信している」「日ごろから休暇を取得しやすい環境整備や長時間労働の是正等、働き方の見直し

に取り組んでいる」「法定を上回る対応をしている」の割合が高い傾向がみられる。 

図表 38 男性の育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）の取得期間の延伸に向けた取組 

：複数回答（Q15） 

 
注）従業員規模別の結果は、次頁の数値表を参照。  

27.1%

18.8%

5.9%

20.4%

48.5%

15.1%

9.3%

19.0%

21.7%

4.0%

3.1%

2.5%

22.1%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

経営層や人事部、上司などから男性育休の取得や

期間延伸に関する方針・メッセージを伝えている

男性が育児休業を取得する意義や必要性を

社内に発信している

管理職に対して、男性育休の取得促進に資する

マネジメント研修を行っている

日ごろから業務の属人化の解消等、

カバー体制を整えている

日ごろから休暇を取得しやすい環境整備や長時間労働の是正等、

働き方の見直しに取り組んでいる

男性育休の取得に関して、会社として

期間の目安を定め、周知している

取得対象の男性に対して、男性育休の取得計画の

作成を求めている

男性育休取得時の収入に関するシミュレーション等を示し

経済的な不安を払しょくしている

男性育休の取得期間中や、復職前に面談等を行い、

安心して復職できるように配慮している

夫婦間で育児休業取得の期間やタイミング・休業中の過ごし方・

分担を話し合う機会を提供している

法定を上回る対応をしている

その他

当てはまる取組はない

無回答

全体(n=1,639)
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＜数値表＞ 

  

合計 経営層や人
事部、上司
などから男
性育休の取
得や期間延
伸に関する
方針・メッ
セージを伝
えている

男性が育児
休業を取得
する意義や
必要性を社
内に発信し
ている

管理職に対
して、男性
育休の取得
促進に資す
るマネジメ
ント研修を
行っている

日ごろから
業務の属人
化の解消
等、カバー
体制を整え
ている

日ごろから
休暇を取得
しやすい環
境整備や長
時間労働の
是正等、働
き方の見直
しに取り組
んでいる

男性育休の
取得に関し
て、会社と
して期間の
目安を定
め、周知し
ている

取得対象の
男性に対し
て、男性育
休の取得計
画の作成を
求めている

全体 1,639 27.1 18.8 5.9 20.4 48.5 15.1 9.3
51～100人 809 24.8 14.2 2.7 21.2 41.6 15.0 10.6
101～300人 576 28.9 21.1 6.1 19.4 53.9 16.1 7.8
301～500人 118 24.6 25.4 14.4 17.8 54.2 12.7 11.0
501～1,000人 75 35.3 28.0 12.7 22.7 60.0 13.3 6.7
1,001人以上 61 35.3 34.3 22.1 21.1 64.2 13.7 6.4

合計 男性育休取
得時の収入
に関するシ
ミュレー
ション等を
示し経済的
な不安を払
しょくして
いる

男性育休の
取得期間中
や、復職前
に面談等を
行い、安心
して復職で
きるように
配慮してい
る

夫婦間で育
児休業取得
の期間やタ
イミング・
休業中の過
ごし方・分
担を話し合
う機会を提
供している

法定を上回
る対応をし
ている

その他 当てはまる
取組はない

無回答

全体 1,639 19.0 21.7 4.0 3.1 2.5 22.1 0.6
51～100人 809 13.3 20.4 5.3 0.9 1.8 28.3 0.0
101～300人 576 22.2 22.2 2.2 2.8 3.3 17.8 1.1
301～500人 118 36.4 26.3 4.2 5.9 3.4 12.7 0.8
501～1,000人 75 25.3 24.7 3.3 9.3 1.3 12.0 2.0
1,001人以上 61 23.0 22.1 4.4 22.1 4.9 11.3 0.5

Q15 男性の育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）の取得期間の延伸に向けた取組
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（９）育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）を取得した労働者に向けた支援 

育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）を取得した労働者に向けた支援をみると、「全体」

では、「復職に向けた不安軽減のため、休業取得中に会社からフォロー・連絡や面談を実施」が

37.7％でもっとも割合が高く、次いで「いずれも実施していない」が 35.5％となっている。 

従業員規模別にみると、規模が大きいほど「復職後のキャリア形成支援のため、育休復職者向

け研修を実施」「妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント防止のための取組」の割合が高い

傾向がみられる。また、「51～100 人」では他に比べて、「いずれも実施していない」の割合が高

い傾向がみられる。 

図表 39 育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）を取得した労働者に向けた支援 

：複数回答（Q16） 

  

37.7%

17.2%

2.0%

0.9%

0.7%

6.4%

29.0%

2.5%

35.5%

0.7%

37.2%

11.5%

0.9%

0.9%

0.9%

5.3%

19.5%

3.5%

43.4%

0.9%

40.0%

22.8%

2.2%

0.6%

0.0%

6.7%

35.0%

1.1%

27.2%

0.6%

34.7%

22.0%

2.5%

0.0%

0.0%

5.1%

39.8%

1.7%

33.9%

0.0%

36.7%

25.3%

5.3%

2.0%

2.7%

9.3%

49.3%

1.3%

24.7%

0.7%

29.9%

21.1%

8.8%

5.4%

2.9%

16.2%

52.5%

3.9%

25.0%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

復職に向けた不安軽減のため、休業取得中に会社から

フォロー・連絡や面談を実施

復職後の働き方やキャリア形成について、復職時に

人事部門や所属部署の上長との面談を実施

復職後のキャリア形成支援のため、

育休復職者向け研修を実施

育児休業復帰後を含む長期のキャリア形成や家事・育児分担について、

パートナーと話し合うための支援

育児等のスキルを学ぶため、育休取得予定者に対して

研修・両親学級等を実施

社内の出産・育児経験者との情報交換や相談機会の提供

妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント防止のための取組

その他

いずれも実施していない

無回答

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)
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２-４．子の看護等休暇 

（１）子の看護等休暇の対象となる子の年齢 

①子の看護等休暇の対象となる子の年齢（正規労働者） 

正規労働者について、子の看護等休暇の対象となる子の年齢をみると、「全体」では、「小学校

３年修了まで」が 67.2％でもっとも割合が高く、次いで「小学校就学前まで」が 12.2％となって

いる。 

従業員規模別にみると、規模が大きいほど「小学校卒業まで」の割合が高い傾向がみられる。 

図表 40 子の看護等休暇の対象となる子の年齢（正規労働者）：単数回答（Q17-1） 

 
②子の看護等休暇の対象となる子の年齢（無期雇用労働者） 

無期雇用労働者について、子の看護等休暇の対象となる子の年齢をみると、「全体」では、「小

学校３年修了まで」が 56.7％でもっとも割合が高く、次いで「その他」が 15.1％となっている。 

従業員規模別にみると、規模が大きいほど「小学校卒業まで」の割合が高い傾向がみられる。 

図表 41 子の看護等休暇の対象となる子の年齢（無期雇用労働者）：単数回答（Q17-2） 

  

12.2%

15.0%

12.2%

1.7%

4.0%

3.9%

67.2%

63.7%

68.9%

80.5%

74.0%

63.2%

10.1%

7.1%

10.6%

15.3%

18.7%

25.5%

1.5%

0.9%

2.2%

1.7%

0.7%

2.9%

1.1%

0.9%

1.7%

0.0%

1.3%

1.0%

7.7%

12.4%

3.9%

0.8%

1.3%

2.9%

0.2%

0.0%

0.6%

0.0%

0.0%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

小学校就学前まで 小学校３年修了まで 小学校卒業まで 中学校卒業まで

高校卒業まで その他 無回答

9.2%

10.6%

10.0%

1.7%

3.3%

3.9%

56.7%

51.3%

58.9%

75.4%

66.7%

59.3%

7.9%

4.4%

8.9%

12.7%

16.7%

24.0%

1.5%

0.9%

2.2%

1.7%

0.7%

2.9%

1.1%

0.9%

1.7%

0.0%

1.3%

1.0%

15.1%

20.4%

12.2%

2.5%

8.0%

6.4%

8.5%

11.5%

6.1%

5.9%

3.3%

2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

小学校就学前まで 小学校３年修了まで 小学校卒業まで 中学校卒業まで

高校卒業まで その他 無回答
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③子の看護等休暇対象となる子の年齢（有期雇用労働者） 

有期雇用労働者について、子の看護等休暇の対象となる子の年齢をみると、「全体」では、「小

学校３年修了まで」が 58.5％でもっとも割合が高く、次いで「その他」が 15.4％となっている。 

従業員規模別にみると、規模が大きいほど「小学校卒業まで」の割合が高い傾向がみられる。 

図表 42 子の看護等休暇の対象となる子の年齢（有期雇用労働者）：単数回答（Q17-3） 

 

  

8.4%

9.7%

8.9%

1.7%

4.0%

3.9%

58.5%

53.1%

60.6%

77.1%

70.0%

60.8%

8.9%

6.2%

8.9%

13.6%

16.7%

25.5%

1.4%

0.9%

2.2%

0.8%

0.7%

2.9%

0.9%

0.9%

1.1%

0.0%

1.3%

1.0%

15.4%

20.4%

13.3%

2.5%

6.0%

5.4%

6.5%

8.8%

5.0%

4.2%

1.3%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

小学校就学前まで 小学校３年修了まで 小学校卒業まで 中学校卒業まで

高校卒業まで その他 無回答
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（２）労使協定の締結により子の看護等休暇の対象から除外している労働者の要件 

労使協定の締結により子の看護等休暇の対象から除外している労働者の要件をみると、「全体」

では、「週の所定労働日数が２日以下の労働者」が 55.3％でもっとも割合が高く、次いで「労使

協定を締結していない」が 31.6％となっている。 

従業員規模別にみると、「301～500 人」では他に比べて、「週の所定労働日数が２日以下の労働

者」の割合が高い傾向がみられる。 

図表 43 労使協定の締結により子の看護等休暇の対象から除外している労働者の要件 

：複数回答（Q18） 

 
  

31.6%

55.3%

4.3%

10.4%

0.7%

29.2%

55.8%

4.4%

13.3%

0.0%

34.4%

53.3%

3.9%

8.9%

1.7%

25.4%

66.1%

5.9%

4.2%

0.0%

36.7%

56.7%

1.3%

6.0%

0.7%

43.1%

45.6%

5.9%

4.4%

3.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

労使協定を締結していない

（対象から除外している労働者はいない）

週の所定労働日数が２日以下の労働者

その他

わからない

無回答

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)
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２-５．所定外労働の制限 

（１）正規労働者について、所定外労働の制限（残業免除）の対象となる子の年齢 

正規労働者について、所定外労働の制限（残業免除）の対象となる子の年齢をみると、「全体」

では、「小学校就学前まで」が 72.7％でもっとも割合が高く、次いで「その他」が 9.1％となって

いる。 

従業員規模別にみると、規模が大きいほど「小学１年または２年または３年修了まで」「小学４

年または５年または小学校卒業まで」の割合が高い傾向がみられる。 

図表 44 正規労働者について、所定外労働の制限（残業免除）の対象となる子の年齢：単数回答

（Q19） 

 

  

5.7%

8.0%

4.4%

0.8%

2.0%

0.5%

72.7%

67.3%

78.9%

80.5%

74.0%

68.6%

4.4%

2.7%

5.0%

5.9%

10.7%

11.8%

5.7%

4.4%

5.0%

8.5%

10.7%

18.1%

0.5%

0.9%

0.0%

0.8%

0.0%

0.5%

0.6%

0.9%

0.6%

0.0%

0.0%

0.0%

1.3%

1.8%

1.1%

0.8%

0.0%

0.0%

9.1%

14.2%

5.0%

2.5%

2.7%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

３歳になるまで 小学校就学前まで

小学１年または２年または３年修了まで 小学４年または５年または小学校卒業まで

中学校卒業まで 高校卒業まで

期間に制限はない その他
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（２）過去１年間の所定外労働の制限（残業免除）の利用割合 

①過去１年間の所定外労働の制限（残業免除）の利用割合（男性正規労働者） 

男性正規労働者について、過去１年間の所定外労働の制限（残業免除）の利用割合をみると、

「全体」では、「わからない・該当する者はいなかった」が 63.2％でもっとも割合が高く、次い

で「ほとんどの人は利用しなかった（２割未満）」が 31.1％となっている。 

従業員規模別にみると、301 人以上では、「ほとんどの人は利用しなかった（２割未満）」の割

合が高い傾向がみられる。 

図表 45 過去１年間の所定外労働の制限（残業免除）の利用割合（男性正規労働者）：単数回答（Q20-1） 

 

また、「わからない・該当する者はいなかった」と回答した企業、および無回答だった企業を

除いた結果は以下のとおりとなっている。「全体」では、「ほとんどの人は利用しなかった（２

割未満）」が 86.2％でもっとも割合が高くなっている。 

従業員規模別にみると、「101～300人」では、２割以上の人が利用した割合（「ほとんどの人が

利用した（８割超）」「多くの人が利用した（６～８割程度）」「半数以上の人が利用した（４～６

割程度）」「一部の人が利用した（２～４割程度）」の合計）が高い傾向がみられる。 

図表 46 【「わからない・該当する者はいなかった」「無回答」を除く】 

過去１年間の所定外労働の制限（残業免除）の利用割合（男性正規労働者）：単数回答（Q20-1） 

  

2.5%

2.7%

2.8%

1.7%

0.7%

1.0%

0.8%

0.0%

2.2%

0.0%

0.7%

0.0%

0.1%

0.0%

0.0%

0.8%

0.0%

0.5%

1.6%

0.9%

2.8%

0.0%

3.3%

1.5%

31.1%

26.5%

33.3%

39.0%

42.7%

42.2%

63.2%

69.0%

58.3%

58.5%

52.7%

54.4%

0.7%

0.9%

0.6%

0.0%

0.0%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

ほとんどの人が利用した（８割超） 多くの人が利用した（６～８割程度）

半数程度の人が利用した（４～６割程度） 一部の人が利用した（２～４割程度）

ほとんどの人は利用しなかった（２割未満） わからない・該当する者はいなかった

無回答

6.9%

8.8%

6.8%

4.1%

1.4%

2.2%

2.2%

0.0%

5.4%

0.0%

1.4%

0.0%

0.2%

0.0%

0.0%

2.0%

0.0%

1.1%

4.5%

2.9%

6.8%

0.0%

7.0%

3.3%

86.2%

88.2%

81.1%

93.9%

90.1%

93.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=592)

51～100人(n=243)

101～300人(n=237)

301～500人(n=49)

501～1,000人(n=35)

1,001人以上(n=27)

ほとんどの人が利用した（８割超） 多くの人が利用した（６～８割程度）

半数程度の人が利用した（４～６割程度） 一部の人が利用した（２～４割程度）

ほとんどの人は利用しなかった（２割未満）
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②過去１年間の所定外労働の制限（残業免除）の利用割合（女性正規労働者） 

女性正規労働者について、過去１年間の所定外労働の制限（残業免除）の利用割合をみると、

「全体」では、「わからない・該当する者はいなかった」が 52.9％でもっとも割合が高く、次い

で「ほとんどの人は利用しなかった（２割未満）」が 25.2％となっている。 

従業員規模別にみると、規模が大きいほど「ほとんどの人は利用しなかった（２割未満）」の割

合が高い傾向がみられる。 

図表 47 過去１年間の所定外労働の制限（残業免除）の利用割合（女性正規労働者）：単数回答（Q20-2） 

 
また、「わからない・該当する者はいなかった」と回答した企業、および無回答だった企業を除

いた結果は以下のとおりとなっている。「全体」では、「ほとんどの人は利用しなかった（２割未

満）」が 53.6％でもっとも割合が高くなっている。 

従業員規模別にみると、300 人以下では他に比べて、「ほとんどの人が利用した（８割超）」の

割合が高い傾向がみられる。 

図表 48 【「わからない・該当する者はいなかった」「無回答」を除く】 

過去１年間の所定外労働の制限（残業免除）の利用割合（女性正規労働者）：単数回答（Q20-2） 

  

15.0%

15.0%

16.1%

11.9%

12.7%

13.7%

1.5%

0.9%

2.2%

1.7%

2.7%

1.5%

0.7%

0.9%

0.6%

0.0%

1.3%

1.0%

4.5%

5.3%

3.3%

5.1%

4.0%

5.4%

25.2%

18.6%

30.0%

33.9%

35.3%

38.7%

52.9%

59.3%

47.8%

47.5%

43.3%

39.2%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.7%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

ほとんどの人が利用した（８割超） 多くの人が利用した（６～８割程度）

半数程度の人が利用した（４～６割程度） 一部の人が利用した（２～４割程度）

ほとんどの人は利用しなかった（２割未満） わからない・該当する者はいなかった

無回答

32.0%

37.0%

30.9%

22.6%

22.6%

22.8%

3.2%

2.2%

4.3%

3.2%

4.8%

2.4%

1.6%

2.2%

1.1%

0.0%

2.4%

1.6%

9.7%

13.0%

6.4%

9.7%

7.1%

8.9%

53.6%

45.7%

57.4%

64.5%

63.1%

64.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=771)

51～100人(n=329)

101～300人(n=301)

301～500人(n=62)

501～1,000人(n=42)

1,001人以上(n=37)

ほとんどの人が利用した（８割超） 多くの人が利用した（６～８割程度）

半数程度の人が利用した（４～６割程度） 一部の人が利用した（２～４割程度）

ほとんどの人は利用しなかった（２割未満）
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２-６．短時間勤務制度 

（１）短時間勤務制度を利用する正規労働者の１日の勤務時間 

短時間勤務制度を利用する正規労働者の１日の勤務時間をみると、「全体」では、「６時間」が

72.0％でもっとも割合が高く、次いで「６時間超、７時間以内」が 20.6％となっている。 

従業員規模別にみると、規模が大きいほど「６時間」「７時間超、８時間未満」の割合が高い傾

向がみられる。 

図表 49 短時間勤務制度を利用する正規労働者の１日の勤務時間：複数回答（Q21） 

 
注）通常の所定労働時間が７時間 45 分である事業所において、短縮後の所定労働時間を５時間 45 分としている

場合は、「６時間」を選択するように求めた。  

4.3%

4.4%

9.1%

72.0%

20.6%

10.5%

11.0%

1.8%

4.4%

3.5%

8.0%

69.0%

12.4%

7.1%

14.2%

2.7%

3.9%

2.8%

6.7%

72.2%

25.0%

11.7%

8.9%

1.1%

3.4%

8.5%

16.9%

78.8%

32.2%

16.1%

3.4%

0.0%

6.7%

13.3%

18.0%

82.0%

41.3%

18.0%

5.3%

0.0%

5.9%

11.8%

21.1%

84.8%

40.7%

25.5%

9.8%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

４時間以内

４時間超、５時間以内

５時間超、６時間未満

６時間

６時間超、７時間以内

７時間超、８時間未満

日によって異なる

無回答

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)
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（２）短時間勤務制度の利用割合 

 短時間勤務制度について、制度の利用対象者における利用割合を尋ねた。 

①短時間勤務制度（６時間未満）の利用割合（男性正規労働者） 

１日の所定労働時間を「４時間以内」「４時間超、５時間以内」「５時間超、６時間未満」のい

ずれかとする短時間勤務制度を導入している企業について、男性正規労働者における短時間勤務

制度の利用割合をみると、「全体」では、「わからない・該当する者はいなかった」が 58.2％でも

っとも割合が高く､次いで「ほとんどの人は利用しなかった（２割未満）」が 30.6％となっている。 

図表 50 短時間勤務制度（６時間未満）の利用割合（男性正規労働者）：単数回答（Q22-1-1） 

 

注）グラフ中では、割合が 0.0％のものについて表示を省略している。 

注）「51～100 人」「101～300 人」「301～500 人」は､ウェイトバック前のサンプルサイズが小さいため､参考値。 

 

また、「わからない・該当する者はいなかった」と回答した企業、および無回答だった企業を除

いた結果は以下のとおりとなっている。「全体」では、「ほとんどの人は利用しなかった（２割未

満）」が 83.2％でもっとも割合が高くなっている。 

図表 51 【「わからない・該当する者はいなかった」「無回答」を除く】 

短時間勤務制度（６時間未満）の利用割合（男性正規労働者）：単数回答（Q22-1-1） 

 

注）ウェイトバック前のサンプルサイズが小さいため、従業員規模別の結果は参考値。  

1.4%

4.5%

3.1%

7.1%

1.7%

4.5%

3.8%

30.6%

14.3%

40.9%

44.0%

48.6%

47.2%

58.2%

71.4%

45.5%

52.0%

51.4%

49.1%

5.0%

7.1%

4.5%

4.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=229)

51～100人(n=100)

101～300人(n=70)

301～500人(n=25)

501～1,000人(n=17)

1,001人以上(n=16)

ほとんどの人が利用した（８割超） 多くの人が利用した（６～８割程度）

半数程度の人が利用した（４～６割程度） 一部の人が利用した（２～４割程度）

ほとんどの人は利用しなかった（２割未満） わからない・該当する者はいなかった

無回答

3.8%

9.1%

8.5%

33.3%

4.5%

9.1%

7.4%

83.2%

66.7%

81.8%

100.0%

100.0%

92.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=84)

51～100人(n=21)

101～300人(n=35)

301～500人(n=11)

501～1,000人(n=8)

1,001人以上(n=8)

ほとんどの人が利用した（８割超） 多くの人が利用した（６～８割程度）

半数程度の人が利用した（４～６割程度） 一部の人が利用した（２～４割程度）

ほとんどの人は利用しなかった（２割未満）



 

38 

②短時間勤務制度（６時間未満）の利用割合（女性正規労働者） 

１日の所定労働時間を「４時間以内」「４時間超、５時間以内」「５時間超、６時間未満」のい

ずれかとする短時間勤務制度を導入している企業について、女性正規労働者における短時間勤務

制度の利用割合をみると、「全体」では、「ほとんどの人が利用した（８割超）」が 32.1％でもっ

とも割合が高く、次いで「わからない・該当する者はいなかった」が 29.8％となっている。 

図表 52 短時間勤務制度（６時間未満）の利用割合（女性正規労働者）：単数回答（Q22-1-2） 

 
注）「51～100 人」「101～300 人」「301～500 人」は、ウェイトバック前のサンプルサイズが小さいため、参考

値。 

 

また、「わからない・該当する者はいなかった」と回答した企業、および無回答だった企業を除

いた結果は以下のとおりとなっている。「全体」では、「ほとんどの人が利用した（８割超）」が

46.6％でもっとも割合が高くなっている。 

図表 53 【「わからない・該当する者はいなかった」「無回答」を除く】 

短時間勤務制度（６時間未満）の利用割合（女性正規労働者）：単数回答（Q22-1-2） 

 

注）「51～100 人」「101～300 人」「301～500 人」は、ウェイトバック前のサンプルサイズが小さいため、参考

値。  

32.1%

28.6%

40.9%

28.0%

34.3%

18.9%

5.4%

0.0%

9.1%

4.0%

20.0%

9.4%

1.7%

0.0%

0.0%

4.0%

5.7%

11.3%

4.5%

0.0%

0.0%

20.0%

11.4%

20.8%

25.2%

28.6%

22.7%

24.0%

20.0%

22.6%

29.8%

42.9%

22.7%

20.0%

8.6%

17.0%

1.4%

0.0%

4.5%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=229)

51～100人(n=100)

101～300人(n=70)

301～500人(n=25)

501～1,000人(n=17)

1,001人以上(n=16)

ほとんどの人が利用した（８割超） 多くの人が利用した（６～８割程度）

半数程度の人が利用した（４～６割程度） 一部の人が利用した（２～４割程度）

ほとんどの人は利用しなかった（２割未満） わからない・該当する者はいなかった

無回答

46.6%

50.0%

56.3%

35.0%

37.5%

22.7%

7.9%

0.0%

12.5%

5.0%

21.9%

11.4%

2.4%

0.0%

0.0%

5.0%

6.3%

13.6%

6.5%

0.0%

0.0%

25.0%

12.5%

25.0%

36.6%

50.0%

31.3%

30.0%

21.9%

27.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=158)

51～100人(n=57)

101～300人(n=51)

301～500人(n=20)

501～1,000人(n=16)

1,001人以上(n=13)

ほとんどの人が利用した（８割超） 多くの人が利用した（６～８割程度）

半数程度の人が利用した（４～６割程度） 一部の人が利用した（２～４割程度）

ほとんどの人は利用しなかった（２割未満）
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③短時間勤務制度（６時間以上）の利用割合（男性正規労働者） 

１日の所定労働時間を「６時間」「６時間超、７時間以内」「７時間超、８時間未満」のいずれ

かとする短時間勤務制度を導入している企業について、男性正規労働者における短時間勤務制度

の利用割合をみると、「全体」では、「わからない・該当する者はいなかった」が 58.5％でもっと

も割合が高く、次いで「ほとんどの人は利用しなかった（２割未満）」が 33.2％となっている。 

従業員規模別にみると、501人以上では他に比べて、「ほとんどの人は利用しなかった（２割未

満）」の割合が高い傾向がみられる。 

図表 54 短時間勤務制度（６時間以上）の利用割合（男性正規労働者）：単数回答（Q22-2-1） 

 
注）グラフ中では、割合が 0.0％のものについて表示を省略している。 

 

また、「わからない・該当する者はいなかった」と回答した企業、および無回答だった企業を除

いた結果は以下のとおりとなっている。「全体」では、「ほとんどの人は利用しなかった（２割未

満）」が 84.4％でもっとも割合が高くなっている。 

従業員規模別にみると、「301～500人」「501～1,000 人」では他に比べて、「ほとんどの人は利

用しなかった（２割未満）」の割合が高い傾向がみられる。 

図表 55 【「わからない・該当する者はいなかった」「無回答」を除く】 

短時間勤務制度（６時間以上）の利用割合（男性正規労働者）：単数回答（Q22-2-1） 

 
注）「51～100 人」は、ウェイトバック前のサンプルサイズが小さいため、参考値。  

3.1%

3.4%

3.3%

2.8%

1.6%

0.3%

0.7%

1.5%

0.5%

0.9%

1.1%

0.7%

0.7%

1.6%

1.8%

1.1%

2.6%

0.9%

0.7%

5.4%

33.2%

26.4%

36.2%

38.5%

51.1%

49.7%

58.5%

64.4%

55.3%

57.8%

44.5%

38.9%

2.2%

3.4%

1.3%

1.5%

2.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,342)

51～100人(n=623)

101～300人(n=487)

301～500人(n=109)

501～1,000人(n=68)

1,001人以上(n=55)

ほとんどの人が利用した（８割超） 多くの人が利用した（６～８割程度）

半数程度の人が利用した（４～６割程度） 一部の人が利用した（２～４割程度）

ほとんどの人は利用しなかった（２割未満） わからない・該当する者はいなかった

無回答

7.8%

10.7%

7.6%

6.5%

0.0%

2.8%

0.9%

0.0%

1.5%

0.0%

2.7%

0.9%

2.2%

3.6%

1.5%

0.0%

1.4%

2.8%

4.6%

3.6%

6.1%

2.2%

1.4%

9.2%

84.4%

82.1%

83.3%

91.3%

94.6%

84.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=527)

51～100人(n=200)

101～300人(n=211)

301～500人(n=46)

501～1,000人(n=37)

1,001人以上(n=33)

ほとんどの人が利用した（８割超） 多くの人が利用した（６～８割程度）

半数程度の人が利用した（４～６割程度） 一部の人が利用した（２～４割程度）

ほとんどの人は利用しなかった（２割未満）
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④短時間勤務制度（６時間以上）の利用割合（女性正規労働者） 

１日の所定労働時間を「６時間」「６時間超、７時間以内」「７時間超、８時間未満」のいずれ

かとする短時間勤務制度を導入している企業について、女性正規労働者における短時間勤務制度

の利用割合をみると、「全体」では、「ほとんどの人が利用した（８割超）」が 31.1％でもっとも

割合が高く、次いで「わからない・該当する者はいなかった」が 28.9％となっている。 

従業員規模別にみると、規模が大きいほど「ほとんどの人は利用しなかった（２割未満）」の割

合が低い傾向がみられる。 

図表 56 短時間勤務制度（６時間以上）の利用割合（女性正規労働者）：単数回答（Q22-2-2） 

 

また、「わからない・該当する者はいなかった」と回答した企業、および無回答だった企業を除

いた結果は以下のとおりとなっている。「全体」では、「ほとんどの人が利用した（８割超）」が

44.8％でもっとも割合が高くなっている。 

従業員規模別にみると、規模が大きいほど「ほとんどの人は利用しなかった（２割未満）」の割

合が低い傾向がみられる。 

図表 57 【「わからない・該当する者はいなかった」「無回答」を除く】 

短時間勤務制度（６時間以上）の利用割合（女性正規労働者）：単数回答（Q22-2-2） 

  

31.1%

25.3%

35.5%

39.4%

37.2%

33.5%

3.1%

1.1%

3.3%

2.8%

11.7%

12.4%

3.9%

1.1%

4.6%

8.3%

9.5%

14.1%

11.9%

8.0%

15.1%

14.7%

14.6%

17.3%

19.5%

20.7%

20.4%

15.6%

14.6%

11.4%

28.9%

41.4%

20.4%

18.3%

8.0%

9.2%

1.7%

2.3%

0.7%

0.9%

4.4%

2.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,342)

51～100人(n=623)

101～300人(n=487)

301～500人(n=109)

501～1,000人(n=68)

1,001人以上(n=55)

ほとんどの人が利用した（８割超） 多くの人が利用した（６～８割程度）

半数程度の人が利用した（４～６割程度） 一部の人が利用した（２～４割程度）

ほとんどの人は利用しなかった（２割未満） わからない・該当する者はいなかった

無回答

44.8%

44.9%

45.0%

48.9%

42.5%

37.8%

4.4%

2.0%

4.2%

3.4%

13.3%

14.0%

5.7%

2.0%

5.8%

10.2%

10.8%

15.9%

17.1%

14.3%

19.2%

18.2%

16.7%

19.5%

28.0%

36.7%

25.8%

19.3%

16.7%

12.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=932)

51～100人(n=351)

101～300人(n=384)

301～500人(n=88)

501～1,000人(n=60)

1,001人以上(n=49)

ほとんどの人が利用した（８割超） 多くの人が利用した（６～８割程度）

半数程度の人が利用した（４～６割程度） 一部の人が利用した（２～４割程度）

ほとんどの人は利用しなかった（２割未満）
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（３）短時間勤務制度を、子どもが何歳になるまで利用することが多いか 

 短時間勤務制度について、制度の利用対象者が、子どもが何歳になるまで利用することが多

いかを尋ねた。 

 

①短時間勤務制度（６時間未満）を、子どもが何歳になるまで利用することが多いか（男性正規

労働者） 

１日の所定労働時間を「４時間以内」「４時間超、５時間以内」「５時間超、６時間未満」のい

ずれかとする短時間勤務制度を導入している企業について、男性正規労働者が、短時間勤務制度

を子どもが何歳になるまで利用することが多いかをみると、「全体」では、「利用者がいない」が

64.8％でもっとも割合が高く、次いで「子が小学校就学前まで」が 9.9％となっている。 

図表 58 短時間勤務制度（６時間未満）を、 

子どもが何歳になるまで利用することが多いか（男性正規労働者）：単数回答（Q23-1-1） 

 
注）グラフ中では、割合が 0.0％のものについて表示を省略している。 

注）「51～100 人」「101～300 人」「301～500 人」は、ウェイトバック前のサンプルサイズが小さいため、参考

値。 

  

0.7%

2.9%

7.5%

0.7%

5.7%

3.8%

5.0%

7.1%

8.0%

5.7%

7.5%

9.9%

14.3%

4.5%

4.0%

11.4%

13.2%

5.7%

7.1%

12.0%

8.6%

9.4%

8.4%

7.1%

9.1%

16.0%

5.7%

3.8%

64.8%

57.1%

81.8%

60.0%

60.0%

50.9%

4.8%

7.1%

4.5%

3.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=229)

51～100人(n=100)

101～300人(n=70)

301～500人(n=25)

501～1,000人(n=17)

1,001人以上(n=16)

子が１歳まで 子が２歳まで

子が３歳まで 子が小学校就学前まで

子が小学１年または２年または３年修了まで 子が小学４年または５年または６年修了まで

子が中学校修了まで 子が高校生以上

利用者がいない 無回答
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②短時間勤務制度（６時間未満）を、子どもが何歳になるまで利用することが多いか（女性正規

労働者） 

１日の所定労働時間を「４時間以内」「４時間超、５時間以内」「５時間超、６時間未満」のい

ずれかとする短時間勤務制度を導入している企業について、女性正規労働者が、短時間勤務制度

を子どもが何歳になるまで利用することが多いかをみると、「全体」では、「子が小学校就学前ま

で」が 26.0％でもっとも割合が高く、次いで「利用者がいない」が 22.0％となっている。 

図表 59 短時間勤務制度（６時間未満）を、 

子どもが何歳になるまで利用することが多いか（女性正規労働者）：単数回答（Q23-1-2） 

 
注）グラフ中では、割合が 0.0％のものについて表示を省略している。 

注）「51～100 人」「101～300 人」「301～500 人」は、ウェイトバック前のサンプルサイズが小さいため、参考

値。 

  

5.7%

7.1%

4.5%

5.7%

11.3%

0.6%

5.7%

1.9%

12.9%

14.3%

9.1%

12.0%

22.9%

11.3%

26.0%

21.4%

31.8%

24.0%

22.9%

35.8%

16.7%

21.4%

9.1%

16.0%

22.9%

15.1%

12.6%

7.1%

13.6%

24.0%

17.1%

18.9%

1.5%

4.5%

1.9%

22.0%

28.6%

22.7%

20.0%

2.9%

1.9%

2.0%

4.5%

4.0%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=229)

51～100人(n=100)

101～300人(n=70)

301～500人(n=25)

501～1,000人(n=17)

1,001人以上(n=16)

子が１歳まで 子が２歳まで

子が３歳まで 子が小学校就学前まで

子が小学１年または２年または３年修了まで 子が小学４年または５年または６年修了まで

子が中学校修了まで 子が高校生以上

利用者がいない 無回答
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③短時間勤務制度（６時間以上）を、子どもが何歳になるまで利用することが多いか（男性正規

労働者） 

１日の所定労働時間を「６時間」「６時間超、７時間以内」「７時間超、８時間未満」のいずれ

かとする短時間勤務制度を導入している企業について、男性正規労働者が、短時間勤務制度を子

どもが何歳になるまで利用することが多いかをみると、「全体」では、「利用者がいない」が 69.6％

でもっとも割合が高く、次いで「子が３歳まで」が 9.6％となっている。 

従業員規模別にみると、「1,001 人以上」では他に比べて、「利用者がいない」の割合が低い傾

向がみられる。 

図表 60 短時間勤務制度（６時間以上）を、 

子どもが何歳になるまで利用することが多いか（男性正規労働者）：単数回答（Q23-2-1） 

 

注）グラフ中では、割合が 0.0％のものについて表示を省略している。 

  

2.5%

2.3%

2.0%

3.7%

2.9%

7.0%

1.7%

1.1%

2.6%

0.7%

3.2%

9.6%

11.5%

7.9%

6.4%

10.2%

8.1%

6.0%

3.4%

6.6%

11.0%

10.9%

13.5%

2.8%

2.3%

2.0%

4.6%

5.1%

9.7%

3.9%

3.4%

3.3%

6.4%

4.4%

8.6%

1.1%

0.2%

0.7%

69.6%

71.3%

71.7%

67.0%

62.8%

45.9%

3.7%

4.6%

3.3%

0.9%

2.9%

2.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,342)

51～100人(n=623)

101～300人(n=487)

301～500人(n=109)

501～1,000人(n=68)

1,001人以上(n=55)

子が１歳まで 子が２歳まで

子が３歳まで 子が小学校就学前まで

子が小学１年または２年または３年修了まで 子が小学４年または５年または６年修了まで

子が中学校修了まで 子が高校生以上

利用者がいない 無回答
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④短時間勤務制度（６時間以上）を、子どもが何歳になるまで利用することが多いか（女性正規

労働者） 

１日の所定労働時間を「６時間」「６時間超、７時間以内」「７時間超、８時間未満」のいずれ

かとする短時間勤務制度を導入している企業について、女性正規労働者が、短時間勤務制度を子

どもが何歳になるまで利用することが多いかをみると、「全体」では、「利用者がいない」が 29.0％

でもっとも割合が高く、次いで「子が小学校就学前まで」が 22.8％となっている。 

従業員規模別にみると、「101～300人」では他に比べて、「子が小学校就学前まで」の割合が高

い傾向がみられる。 

図表 61 短時間勤務制度（６時間以上）を、 

子どもが何歳になるまで利用することが多いか（女性正規労働者）：単数回答（Q23-2-2） 

 
 

  

3.2%

4.6%

1.3%

2.8%

5.1%

1.6%

2.1%

1.1%

2.0%

4.6%

3.6%

5.9%

21.1%

23.0%

17.1%

27.5%

27.0%

16.2%

22.8%

12.6%

35.5%

20.2%

26.3%

25.9%

8.7%

5.7%

8.6%

16.5%

15.3%

20.5%

10.3%

8.0%

10.5%

16.5%

12.4%

20.0%

0.7%

1.1%

0.0%

0.0%

1.5%

1.6%

0.5%

0.0%

1.3%

0.0%

0.0%

0.0%

29.0%

41.4%

23.0%

11.9%

5.1%

4.9%

1.6%

2.3%

0.7%

0.0%

3.6%

3.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,342)

51～100人(n=623)

101～300人(n=487)

301～500人(n=109)

501～1,000人(n=68)

1,001人以上(n=55)

子が１歳まで 子が２歳まで

子が３歳まで 子が小学校就学前まで

子が小学１年または２年または３年修了まで 子が小学４年または５年または６年修了まで

子が中学校修了まで 子が高校生以上

利用者がいない 無回答
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（４）短時間勤務が困難な業務に従事する労働者を短時間勤務制度から適用除外しているか・代

替措置の内容 

短時間勤務が困難な業務に従事する労働者を短時間勤務制度から適用除外しているかをみる

と、「全体」では、「適用除外していない」が 78.4％でもっとも割合が高く、次いで「適用除外し

ている」が 12.8％となっている。 

従業員規模別にみると、「101～300人」では他に比べて、「適用除外していない」の割合が低い

傾向がみられる。 

図表 62 短時間勤務が困難な業務に従事する労働者を短時間勤務制度から適用除外しているか 

：単数回答（Q24） 

 

注）本設問は、「適用除外していない」および後述する代替措置の内容、「その他」「わからない」の選択肢によ

り、複数回答で回答を求めた。集計に際しては、代替措置の内容と「その他」を同時に選択している場合は

「適用除外している」とし、「その他」のみを選択している場合には「その他」としている。 

 

また、短時間勤務が困難な業務に従事する労働者を短時間勤務制度から適用除外している企業

について、代替措置の内容をみると、「全体」では、「育児休業に関する制度に準ずる措置」が 58.8％

でもっとも割合が高く、次いで「時差出勤」が 53.2％となっている。 

図表 63 【短時間勤務が困難な業務に従事する労働者を短時間勤務制度から 

適用除外している企業】代替措置の内容：複数回答（Q24） 

 

注）「51～100 人」「301～500 人」「501～1,000 人」「1,001 人以上」は、ウェイトバック前のサンプルサイズが小

さいため、参考値。  

12.8%

8.8%

18.3%

13.6%

14.7%

9.3%

78.4%

81.4%

73.3%

78.8%

79.3%

83.3%

0.6%

0.0%

1.1%

0.8%

1.3%

2.0%

8.2%

9.7%

7.2%

6.8%

4.7%

4.9%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

適用除外している 適用除外していない その他 わからない 無回答

育児休業に関する
制度に準ずる措置

フレックスタイム制 時差出勤
保育施設の設置運営・
ベビーシッターの手配
および費用手配等

テレワーク その他

全体（n=210） 58.8 21.9 53.2 12.2 10.6 2.1

51～100人（n=72） 70.0 20.0 60.0 10.0 10.0 0.0

101～300人（n=106） 57.6 24.2 45.5 12.1 9.1 3.0

301～500人（n=16） 43.8 12.5 68.8 25.0 12.5 6.3

501～1,000人（n=11） 31.8 18.2 63.6 4.5 22.7 0.0

1,001人以上（n=6） 36.8 36.8 47.4 21.1 15.8 5.3

従業員規模
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２-７．柔軟な働き方を実現するための措置や、その他の仕事と育児の両立支援制度等 

（１）仕事と育児の両立支援制度の導入状況 

①始業または終業時刻の繰り上げ・繰り下げを導入しているか 

始業または終業時刻の繰り上げ・繰り下げを導入しているかをみると、「全体」では、「妊娠・

育児中に限り利用できる制度を導入している（子の年齢による制限を設けている）」が 42.2％で

もっとも割合が高く、次いで「導入していない」が 26.1％となっている。 

従業員規模別にみると、いずれの従業員規模でも、導入している割合（「妊娠・育児中に限らず

利用できる制度を導入している」「妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している（子の年齢

による制限を設けていない）」「妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している（子の年齢に

よる制限を設けている）」の合計）が約７割となっている。 

図表 64 始業または終業時刻の繰り上げ・繰り下げを導入しているか：単数回答（Q25-1） 

 
また、子の年齢に制限を設けて導入している企業について、対象となる子の年齢をみると、「全

体」では、「子が３歳～就学前まで」が 55.7％でもっとも割合が高く、次いで「子が３歳になる

まで」が 30.9％となっている。 

従業員規模別にみると、「51～100 人」では、「就学後、一定の年齢まで」の割合が低い傾向が

みられる。 

図表 65 【子の年齢に制限を設けて導入している企業】 

始業または終業時刻の繰り上げ・繰り下げの対象となる子の年齢：複数回答（Q25-1） 

  

19.9%

15.9%

25.6%

16.1%

20.0%

27.5%

6.6%

7.1%

6.1%

6.8%

6.7%

4.4%

42.2%

46.0%

35.6%

48.3%

43.3%

41.2%

26.1%

23.0%

31.1%

25.4%

24.7%

24.0%

5.1%

8.0%

1.7%

3.4%

5.3%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

妊娠・育児中に限らず利用できる制度を導入している

妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している（子の年齢による制限を設けていない）

妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している（子の年齢による制限を設けている）

導入していない

無回答

子が３歳に

なるまで

子が３歳～

就学前まで

就学後、

一定の年齢まで

全体（n=692） 30.9 55.7 21.9

51～100人（n=372） 36.5 53.8 11.5

101～300人（n=205） 23.4 57.8 32.8

301～500人（n=57） 21.1 59.6 36.8

501～1,000人（n=32） 40.0 58.5 30.8

1,001人以上（n=25） 17.9 54.8 40.5

従業員規模
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また、業種別の結果は以下のとおりとなっている。 

図表 66 【業種別】始業または終業時刻の繰り上げ・繰り下げを導入しているか：複数回答（Q25-1） 

 

注）「鉱業、採石業、砂利採取業」は、該当するサンプルがないため、グラフ中で非表示としている。また、「電

気・ガス・熱供給・水道業」「不動産業、物品賃貸業」「学術研究、専門・技術サービス業」「宿泊業、飲食

サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」「複合サービス事業」はウェイトバック前のサンプルサイズが

小さいため、参考値。 

  

19.9%

25.9%

21.7%

0.0%
25.9%

10.6%

22.4%

22.9%

14.9%

12.4%

42.8%

0.0%
27.0%

10.6%

22.8%

21.1%

6.6%

3.4%
8.2%

13.5%

5.6%

2.1%
16.1%

13.3%

41.1%

0.7%

0.0%

16.0%

2.4%
5.1%

0.0%

1.2%

42.2%

43.3%

42.6%

86.5%

46.5%

41.5%

35.8%

30.3%

35.0%

26.8%

14.5%

48.1%

47.2%

45.5%

56.0%

45.8%

26.1%

25.6%

25.6%

0.0%
16.3%

37.0%

25.7%

32.6%

9.0%

28.2%

13.2%

35.8%

23.4%

34.7%

21.2%

21.0%

5.1%

1.7%

1.9%

0.0%
5.7%

8.7%

0.0%

1.0%

0.0%
32.0%

29.6%

0.0%

0.0%

4.1%

0.0%
10.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

建設業(n=201)

製造業(n=360)

電気・ガス・熱供給・水道業(n=4)

情報通信業(n=125)

運輸業、郵便業(n=88)

卸売業、小売業(n=139)

金融業、保険業(n=30)

不動産業、物品賃貸業(n=36)

学術研究、専門・技術サービス業(n=71)

宿泊業、飲食サービス業(n=24)

生活関連サービス業、娯楽業(n=20)

教育、学習支援業(n=97)

医療、福祉(n=265)

複合サービス事業(n=18)

サービス業(n=161)

妊娠・育児中に限らず利用できる制度を導入している

妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している（子の年齢による制限を設けていない）

妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している（子の年齢による制限を設けている）

導入していない

無回答
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②フレックスタイム制 

フレックスタイム制を導入しているかをみると、「全体」では、「導入していない」が 68.2％で

もっとも割合が高く、次いで「妊娠・育児中に限らず利用できる制度を導入している」が 12.9％

となっている。 

従業員規模別にみると、「1,001 人以上」では他に比べて、導入している割合（「妊娠・育児中

に限らず利用できる制度を導入している」「妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している

（子の年齢による制限を設けていない）」「妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している（子

の年齢による制限を設けている）」の合計）が高い傾向がみられる。 

図表 67 フレックスタイム制を導入しているか：単数回答（Q25-2） 

 

 

また、子の年齢に制限を設けて導入している企業について、対象となる子の年齢は以下の結果

となっている。ただし、ウェイトバック前のサンプルサイズが小さいため、参考値である。 

図表 68 【子の年齢に制限を設けて導入している企業】 

フレックスタイム制の対象となる子の年齢：複数回答（Q25-2） 

 
注）ウェイトバック前のサンプルサイズが小さいため、全体および従業員規模別の結果はいずれも参考値。 

  

12.9%

9.7%

15.6%

13.6%

14.7%

26.0%

4.6%

4.4%

4.4%

4.2%

7.3%

5.4%

5.2%

8.0%

2.8%

0.8%

4.0%

2.0%

68.2%

65.5%

71.1%

76.3%

67.3%

61.3%

9.1%

12.4%

6.1%

5.1%

6.7%

5.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

妊娠・育児中に限らず利用できる制度を導入している

妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している（子の年齢による制限を設けていない）

妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している（子の年齢による制限を設けている）

導入していない

無回答

子が３歳に

なるまで

子が３歳～

就学前まで

就学後、

一定の年齢まで

全体（n=86） 38.1 47.7 16.1

51～100人（n=64） 44.4 44.4 11.1

101～300人（n=16） 20.0 60.0 20.0

301～500人（n=1） 0.0 100.0 100.0

501～1,000人（n=3） 16.7 33.3 50.0

1,001人以上（n=1） 25.0 50.0 75.0

従業員規模
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また、業種別の結果は以下のとおりとなっている。 

図表 69 【業種別】フレックスタイム制を導入しているか：単数回答（Q25-2） 

 
注）「鉱業、採石業、砂利採取業」は、該当するサンプルがないため、グラフ中で非表示としている。また、「電

気・ガス・熱供給・水道業」「不動産業、物品賃貸業」「学術研究、専門・技術サービス業」「宿泊業、飲食

サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」「複合サービス事業」はウェイトバック前のサンプルサイズが

小さいため、参考値。 

  

12.9%

10.2%

4.6%

0.0%
23.9%

9.4%

20.4%

16.3%

21.8%

14.6%

0.0%

0.0%

0.6%

12.3%

5.0%

31.5%

4.6%

9.0%

3.8%

13.5%

3.4%

0.0%
8.6%

0.0%

21.0%

0.0%

0.0%

35.8%

1.0%

1.6%

0.0%

4.2%

5.2%

3.6%

3.3%

0.0%
8.3%

8.7%

0.7%

0.0%

0.0%
14.5%

1.2%

16.0%

7.9%

9.4%

0.0%

0.6%

68.2%

68.0%

84.6%

86.5%

44.5%

56.5%

67.0%

75.1%

57.2%

50.8%

98.8%

32.1%

90.5%

69.8%

77.2%

48.3%

9.1%

9.2%

3.7%

0.0%
19.8%

25.4%

3.3%
8.6%

0.0%
20.1%

0.0%
16.0%

0.0%

7.0%

17.8%

15.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

建設業(n=201)

製造業(n=360)

電気・ガス・熱供給・水道業(n=4)

情報通信業(n=125)

運輸業、郵便業(n=88)

卸売業、小売業(n=139)

金融業、保険業(n=30)

不動産業、物品賃貸業(n=36)

学術研究、専門・技術サービス業(n=71)

宿泊業、飲食サービス業(n=24)

生活関連サービス業、娯楽業(n=20)

教育、学習支援業(n=97)

医療、福祉(n=265)

複合サービス事業(n=18)

サービス業(n=161)

妊娠・育児中に限らず利用できる制度を導入している

妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している（子の年齢による制限を設けていない）

妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している（子の年齢による制限を設けている）

導入していない

無回答
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③テレワーク等（月 10日以上利用できるもの） 

テレワーク等（月 10日以上利用できるもの）を導入しているかをみると、「全体」では、「導入

していない」が 66.5％でもっとも割合が高く、次いで「妊娠・育児中に限らず利用できる制度を

導入している」が 13.6％となっている。 

従業員規模別にみると、規模が大きいほど、導入している割合（「妊娠・育児中に限らず利用で

きる制度を導入している」「妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している（子の年齢による

制限を設けていない）」「妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している（子の年齢による制

限を設けている）」の合計）が高い傾向がみられる。 

図表 70 テレワーク等（月 10 日以上利用できるもの）を導入しているか：単数回答（Q25-3） 

 

 

また、子の年齢に制限を設けて導入している企業について、対象となる子の年齢をみると、「全

体」では、「子が３歳～就学前まで」が 56.5％でもっとも割合が高く、次いで「子が３歳になる

まで」が 28.3％となっている。 

図表 71 【子の年齢に制限を設けて導入している企業】 

テレワーク等（月 10 日以上利用できるもの）の対象となる子の年齢：複数回答（Q25-3） 

 
注）ウェイトバック前のサンプルサイズが小さいため、従業員規模別の結果は参考値。  

13.6%

11.5%

13.9%

16.9%

17.3%

27.0%

4.7%

4.4%

5.0%

4.2%

6.0%

4.4%

7.3%

8.0%

7.2%

5.9%

5.3%

2.9%

66.5%

66.4%

67.2%

67.8%

65.3%

59.3%

8.0%

9.7%

6.7%

5.1%

6.0%

6.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

妊娠・育児中に限らず利用できる制度を導入している

妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している（子の年齢による制限を設けていない）

妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している（子の年齢による制限を設けている）

導入していない

無回答

子が３歳に

なるまで

子が３歳～

就学前まで

就学後、

一定の年齢まで

全体（n=119） 28.3 56.5 24.9

51～100人（n=64） 33.3 55.6 11.1

101～300人（n=42） 23.1 61.5 38.5

301～500人（n=7） 14.3 42.9 57.1

501～1,000人（n=4） 25.0 37.5 37.5

1,001人以上（n=2） 33.3 66.7 50.0

従業員規模
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また、業種別の結果は以下のとおりとなっている。 

 

図表 72 【業種別】テレワーク等（月 10 日以上利用できるもの）を導入しているか：単数回答（Q25-3） 

 

注）「鉱業、採石業、砂利採取業」は、該当するサンプルがないため、グラフ中で非表示としている。また、「電

気・ガス・熱供給・水道業」「不動産業、物品賃貸業」「学術研究、専門・技術サービス業」「宿泊業、飲食

サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」「複合サービス事業」はウェイトバック前のサンプルサイズが

小さいため、参考値。 

  

13.6%

16.4%

11.6%

0.0%
34.6%

1.9%
14.2%

25.6%

32.2%

14.7%

0.0%

0.0%

4.8%

2.9%

0.0%
25.7%

4.7%
7.0%

1.8%

0.0%
6.7%

0.0%
5.5%

12.3%

21.0%

10.7%

0.0%
35.8%

1.0%

2.8%

0.0%

3.7%

7.3%

5.6%

3.8%

0.0%
9.3%

17.8%

4.3%

0.0%

0.0%
14.5%

0.0%
32.1%

8.9%

9.0%

0.0%
7.1%

66.5%

58.2%

79.2%

100.0%

38.0%

59.4%

72.7%

53.5%

46.8%

49.9%

100.0%

32.1%

85.3%

76.1%

80.5%

52.4%

8.0%

12.8%

3.7%

0.0%
11.5%

20.9%

3.3%
8.6%

0.0%
10.0%

0.0%

0.0%

0.0%
9.2%

19.5%

11.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

建設業(n=201)

製造業(n=360)

電気・ガス・熱供給・水道業(n=4)

情報通信業(n=125)

運輸業、郵便業(n=88)

卸売業、小売業(n=139)

金融業、保険業(n=30)

不動産業、物品賃貸業(n=36)

学術研究、専門・技術サービス業(n=71)

宿泊業、飲食サービス業(n=24)

生活関連サービス業、娯楽業(n=20)

教育、学習支援業(n=97)

医療、福祉(n=265)

複合サービス事業(n=18)

サービス業(n=161)

妊娠・育児中に限らず利用できる制度を導入している

妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している（子の年齢による制限を設けていない）

妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している（子の年齢による制限を設けている）

導入していない

無回答
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④短時間勤務制度（１日の所定労働時間を６時間とする措置を含む制度） 

短時間勤務制度（１日の所定労働時間を６時間とする措置を含む制度）を導入しているかをみ

ると、「全体」では、「妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している（子の年齢による制限

を設けている）」が 68.0％でもっとも割合が高く、次いで「妊娠・育児中に限らず利用できる制

度を導入している」が 13.0％となっている。 

従業員規模別にみると、101人以上では、導入している割合（「妊娠・育児中に限らず利用でき

る制度を導入している」「妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している（子の年齢による制

限を設けていない）」「妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している（子の年齢による制限

を設けている）」の合計）が約９割となっている。 

図表 73 短時間勤務制度（１日の所定労働時間を６時間とする措置を含む制度）を導入しているか 

：単数回答（Q25-4） 

 
注）Q21 で「６時間」を選んだ場合、「導入していない」以外を選ぶように求めた。 

 

また、子の年齢に制限を設けて導入している企業について、対象となる子の年齢をみると、「全

体」では、「子が３歳～就学前まで」が 47.6％でもっとも割合が高く、次いで「子が３歳になる

まで」が 41.8％となっている。従業員規模別にみると、「1,001人以上」では他に比べて、「就学

後、一定の年齢まで」の割合が高い傾向がみられる。 

図表 74 【子の年齢に制限を設けて導入している企業】短時間勤務制度 

（１日の所定労働時間を６時間とする措置を含む制度）の対象となる子の年齢：複数回答（Q25-4） 

  

13.0%

14.2%

13.3%

8.5%

8.0%

10.3%

3.9%

4.4%

3.9%

3.4%

2.7%

0.5%

68.0%

60.2%

72.2%

83.1%

83.3%

84.8%

6.4%

8.0%

6.1%

2.5%

1.3%

2.0%

8.6%

13.3%

4.4%

2.5%

4.7%

2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

妊娠・育児中に限らず利用できる制度を導入している

妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している（子の年齢による制限を設けていない）

妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している（子の年齢による制限を設けている）

導入していない

無回答

子が３歳に
なるまで

子が３歳～
就学前まで

就学後、
一定の年齢まで

全体（n=1,115） 41.8 47.6 28.3

51～100人（n=487） 48.5 38.2 20.6

101～300人（n=416） 35.4 57.7 30.0

301～500人（n=98） 41.8 50.0 36.7

501～1,000人（n=62） 37.6 52.0 38.4

1,001人以上（n=52） 34.1 43.9 60.1

従業員規模
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また、業種別の結果は以下のとおりとなっている。 

図表 75 【業種別】短時間勤務制度（１日の所定労働時間を６時間とする措置を含む制度）を 

導入しているか：単数回答（Q25-4） 

 

注）「鉱業、採石業、砂利採取業」は、該当するサンプルがないため、グラフ中で非表示としている。また、「電

気・ガス・熱供給・水道業」「不動産業、物品賃貸業」「学術研究、専門・技術サービス業」「宿泊業、飲食

サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」「複合サービス事業」はウェイトバック前のサンプルサイズが

小さいため、参考値。 

  

13.0%

10.5%

17.7%

0.0%
12.7%

5.5%

17.7%

6.6%

4.2%
11.4%

29.6%

0.0%
23.4%

9.7%

0.0%
10.2%

3.9%
5.4%

5.2%

0.0%

0.6%

0.6%

15.2%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

51.9%

0.0%

0.8%

0.0%

0.0%

68.0%

59.7%

64.0%

100.0%

74.8%

58.2%

58.9%

92.4%

95.8%

58.4%

57.2%

32.1%

68.2%

75.8%

98.3%

77.9%

6.4%

6.5%

6.0%

0.0%

0.0%
22.8%

0.0%

0.0%

0.0%
10.0%

13.2%

0.0%

1.0%

11.4%

0.0%
5.3%

8.6%

17.8%

7.1%

0.0%
11.9%

13.0%

8.2%

1.0%

0.0%
20.1%

0.0%

16.0%

7.3%

2.3%

1.7%
6.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

建設業(n=201)

製造業(n=360)

電気・ガス・熱供給・水道業(n=4)

情報通信業(n=125)

運輸業、郵便業(n=88)

卸売業、小売業(n=139)

金融業、保険業(n=30)

不動産業、物品賃貸業(n=36)

学術研究、専門・技術サービス業(n=71)

宿泊業、飲食サービス業(n=24)

生活関連サービス業、娯楽業(n=20)

教育、学習支援業(n=97)

医療、福祉(n=265)

複合サービス事業(n=18)

サービス業(n=161)

妊娠・育児中に限らず利用できる制度を導入している

妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している（子の年齢による制限を設けていない）

妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している（子の年齢による制限を設けている）

導入していない

無回答
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⑤養育両立支援休暇（年 10日以上取得できるもの） 

養育両立支援休暇（年 10 日以上取得できるもの）を導入しているかをみると、「全体」では、

「導入していない」が 64.1％でもっとも割合が高く、次いで「妊娠・育児中に限り利用できる制

度を導入している（子の年齢による制限を設けている）」が 23.5％となっている。 

従業員規模別にみると、301人以上では、導入している割合（「妊娠・育児中に限り利用できる

制度を導入している（子の年齢による制限を設けていない）」「妊娠・育児中に限り利用できる制

度を導入している（子の年齢による制限を設けている）」の合計）が高い傾向がみられる。 

図表 76 養育両立支援休暇（年 10 日以上取得できるもの）を導入しているか：単数回答（Q25-5） 

 

 

また、子の年齢に制限を設けて導入している企業について、対象となる子の年齢をみると、「全

体」では、「子が３歳～就学前まで」が 63.2％でもっとも割合が高く、次いで「就学後、一定の

年齢まで」が 29.1％となっている。 

図表 77 【子の年齢に制限を設けて導入している企業】 

養育両立支援休暇（年 10 日以上取得できるもの）の対象となる子の年齢：複数回答（Q25-5） 

 
注）「51～100 人」は、ウェイトバック前のサンプルサイズが小さいため、参考値。 

  

1.0%

0.9%

1.1%

0.8%

0.7%

2.9%

23.5%

18.6%

26.1%

32.2%

34.7%

32.4%

64.1%

64.6%

65.0%

61.9%

58.7%

61.3%

11.4%

15.9%

7.8%

5.1%

6.0%

3.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している

（子の年齢による制限を設けていない）

妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している

（子の年齢による制限を設けている）

導入していない 無回答

子が３歳に

なるまで

子が３歳～

就学前まで

就学後、

一定の年齢まで

全体（n=384） 17.4 63.2 29.1

51～100人（n=150） 19.0 66.7 23.8

101～300人（n=150） 17.0 61.7 29.8

301～500人（n=38） 15.8 55.3 42.1

501～1,000人（n=26） 11.5 57.7 34.6

1,001人以上（n=20） 18.2 71.2 31.8

従業員規模
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また、業種別の結果は以下のとおりとなっている。 

図表 78 【業種別】養育両立支援休暇（年 10 日以上取得できるもの）を導入しているか 

：単数回答（Q25-5） 

 

注）「鉱業、採石業、砂利採取業」は、該当するサンプルがないため、グラフ中で非表示としている。また、「電

気・ガス・熱供給・水道業」「不動産業、物品賃貸業」「学術研究、専門・技術サービス業」「宿泊業、飲食

サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」「複合サービス事業」はウェイトバック前のサンプルサイズが

小さいため、参考値。 
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0.0%

1.0%

13.5%

2.8%

0.3%

5.1%

1.0%

0.0%

0.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1.7%

0.6%

23.5%

24.8%

23.3%

0.0%

9.7%

31.0%

14.1%

37.9%

21.0%

21.8%

0.0%

48.1%

21.6%

33.5%

11.1%

22.4%

64.1%

55.7%

74.2%

86.5%

69.8%

47.8%

66.8%

52.5%

79.0%

57.6%

86.8%

51.9%

63.7%

61.1%

69.4%

58.5%

11.4%

19.6%

1.6%

0.0%

17.6%

20.9%

13.9%

8.6%

0.0%

20.1%

13.2%

0.0%

14.7%

5.4%

17.8%

18.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

建設業(n=201)

製造業(n=360)

電気・ガス・熱供給・水道業(n=4)

情報通信業(n=125)

運輸業、郵便業(n=88)

卸売業、小売業(n=139)

金融業、保険業(n=30)

不動産業、物品賃貸業(n=36)

学術研究、専門・技術サービス業(n=71)

宿泊業、飲食サービス業(n=24)

生活関連サービス業、娯楽業(n=20)

教育、学習支援業(n=97)

医療、福祉(n=265)

複合サービス事業(n=18)

サービス業(n=161)

妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している

（子の年齢による制限を設けていない）

妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している

（子の年齢による制限を設けている）

導入していない 無回答
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⑥保育施設の設置運営・ベビーシッターの手配および費用手配等 

保育施設の設置運営・ベビーシッターの手配および費用手配等を導入しているかをみると、「全

体」では、「導入していない」が 81.6％でもっとも割合が高くなっている。 

従業員規模別にみると、規模が大きいほど、導入している割合（「妊娠・育児中に限り利用でき

る制度を導入している（子の年齢による制限を設けていない）」「妊娠・育児中に限り利用できる

制度を導入している（子の年齢による制限を設けている）」の合計）が高い傾向がみられる。 

図表 79 保育施設の設置運営・ベビーシッターの手配および費用手配等を 

導入しているか：単数回答（Q25-6） 

 

 

また、子の年齢に制限を設けて導入している企業について、対象となる子の年齢をみると、「全

体」では、「子が３歳になるまで」が 53.6％でもっとも割合が高く、次いで「子が３歳～就学前

まで」が 49.6％となっている。 

図表 80 【子の年齢に制限を設けて導入している企業】 

保育施設の設置運営・ベビーシッターの手配および費用手配等の対象となる子の年齢 

：複数回答（Q25-6） 

 
注）「51～100 人」「101～300 人」「301～500 人」「501～1,000 人」は、ウェイトバック前のサンプルサイズが小

さいため、参考値。  

1.3%

0.0%

1.7%

3.4%

6.0%

6.4%

5.0%

1.8%

4.4%

13.6%

15.3%

24.5%

81.6%

82.3%

85.0%

76.3%

71.3%

62.7%

12.0%

15.9%

8.9%

6.8%

7.3%

6.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している

（子の年齢による制限を設けていない）

妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している

（子の年齢による制限を設けている）

導入していない 無回答

子が３歳に

なるまで

子が３歳～

就学前まで

就学後、

一定の年齢まで

全体（n=82） 53.6 49.6 27.3

51～100人（n=14） 50.0 50.0 0.0

101～300人（n=26） 75.0 50.0 12.5

301～500人（n=16） 37.5 37.5 56.3

501～1,000人（n=11） 34.8 56.5 34.8

1,001人以上（n=15） 52.0 56.0 42.0

従業員規模
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また、業種別の結果は以下のとおりとなっている。 

図表 81 【業種別】保育施設の設置運営・ベビーシッターの手配および費用手配等を 

導入しているか：単数回答（Q25-6） 

 
注）「鉱業、採石業、砂利採取業」は、該当するサンプルがないため、グラフ中で非表示としている。また、「電

気・ガス・熱供給・水道業」「不動産業、物品賃貸業」「学術研究、専門・技術サービス業」「宿泊業、飲食

サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」「複合サービス事業」はウェイトバック前のサンプルサイズが

小さいため、参考値。 
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0.5%

1.4%

0.0%

2.6%

0.0%

2.7%

4.0%
9.8%

1.1%

1.2%

0.0%

0.5%

0.1%

5.6%

0.6%

5.0%

0.1%

2.3%

0.0%

3.9%

9.8%

3.4%

6.3%

4.5%

1.5%

0.0%

0.0%

9.6%

13.6%

0.0%

3.5%

81.6%

78.2%

94.2%

100.0%

75.9%

61.8%

85.5%

80.1%

85.7%

77.2%

98.8%

84.0%

82.5%

74.2%

74.9%

79.9%

12.0%

21.2%

2.1%

0.0%
17.6%

28.5%

8.4%

9.6%

0.0%

20.1%

0.0%
16.0%

7.3%

12.1%

19.5%

16.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

建設業(n=201)

製造業(n=360)

電気・ガス・熱供給・水道業(n=4)

情報通信業(n=125)

運輸業、郵便業(n=88)

卸売業、小売業(n=139)

金融業、保険業(n=30)

不動産業、物品賃貸業(n=36)

学術研究、専門・技術サービス業(n=71)

宿泊業、飲食サービス業(n=24)

生活関連サービス業、娯楽業(n=20)

教育、学習支援業(n=97)

医療、福祉(n=265)

複合サービス事業(n=18)

サービス業(n=161)

妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している

（子の年齢による制限を設けていない）

妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している

（子の年齢による制限を設けている）

導入していない 無回答
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⑦短日勤務制度（選択的週休３日制を含む） 

短日勤務制度（選択的週休３日制を含む）を導入しているかをみると、「全体」では、「導入し

ていない」が 78.2％でもっとも割合が高くなっている。 

従業員規模別にみると、いずれの従業員規模でも、導入している割合（「妊娠・育児中に限らず

利用できる制度を導入している」「妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している（子の年齢

による制限を設けていない）」「妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している（子の年齢に

よる制限を設けている）」の合計）は約５％から１割程度となっている。 

図表 82 短日勤務制度（選択的週休３日制を含む）を導入しているか：単数回答（Q25-7） 

 

 

また、子の年齢に制限を設けて導入している企業について、対象となる子の年齢をみると、「全

体」では、「子が３歳～就学前まで」が 52.5％でもっとも割合が高く、次いで「子が３歳になる

まで」が 43.8％となっている。 

図表 83 【子の年齢に制限を設けて導入している企業】 

短日勤務制度（選択的週休３日制を含む）の対象となる子の年齢：複数回答（Q25-7） 

 
注）ウェイトバック前のサンプルサイズが小さいため、従業員規模別の結果は参考値。 

  

4.9%

4.4%

6.7%

0.8%

4.0%

2.5%

1.0%

0.9%

1.7%

0.0%

0.0%

0.5%

4.6%

5.3%

3.3%

4.2%

4.0%

8.8%

78.2%

73.5%

81.1%

88.1%

87.3%

82.8%

11.3%

15.9%

7.2%

6.8%

4.7%

5.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

妊娠・育児中に限らず利用できる制度を導入している

妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している（子の年齢による制限を設けていない）

妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している（子の年齢による制限を設けている）

導入していない

無回答

子が３歳に

なるまで

子が３歳～

就学前まで

就学後、

一定の年齢まで

全体（n=76） 43.8 52.5 19.0

51～100人（n=43） 50.0 50.0 0.0

101～300人（n=19） 33.3 66.7 33.3

301～500人（n=5） 40.0 40.0 40.0

501～1,000人（n=3） 16.7 33.3 50.0

1,001人以上（n=5） 50.0 44.4 83.3

従業員規模
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また、業種別の結果は以下のとおりとなっている。 

図表 84 【業種別】短日勤務制度（選択的週休３日制を含む）を導入しているか：単数回答（Q25-7） 

 
注）「鉱業、採石業、砂利採取業」は、該当するサンプルがないため、グラフ中で非表示としている。また、「電

気・ガス・熱供給・水道業」「不動産業、物品賃貸業」「学術研究、専門・技術サービス業」「宿泊業、飲食

サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」「複合サービス事業」はウェイトバック前のサンプルサイズが

小さいため、参考値。 
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2.3%

1.0%

0.0%

0.0%

0.0%

35.8%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

4.6%

5.2%

4.3%

0.0%

2.6%

9.2%

7.4%

0.0%

0.0%

0.4%

0.0%

0.0%

2.7%

7.8%

0.0%

2.9%

78.2%

72.1%

88.6%

100.0%

70.9%

62.3%

72.2%

86.7%

100.0%

79.5%

100.0%

48.1%

90.0%

76.7%

80.5%

70.0%

11.3%

18.0%

2.0%

0.0%
17.2%

24.8%

10.7%

9.6%

0.0%
20.1%

0.0%

16.0%

7.3%

7.6%

19.5%

20.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

建設業(n=201)

製造業(n=360)

電気・ガス・熱供給・水道業(n=4)

情報通信業(n=125)

運輸業、郵便業(n=88)

卸売業、小売業(n=139)

金融業、保険業(n=30)

不動産業、物品賃貸業(n=36)

学術研究、専門・技術サービス業(n=71)

宿泊業、飲食サービス業(n=24)

生活関連サービス業、娯楽業(n=20)

教育、学習支援業(n=97)

医療、福祉(n=265)

複合サービス事業(n=18)

サービス業(n=161)

妊娠・育児中に限らず利用できる制度を導入している 妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している

（子の年齢による制限を設けていない）

妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している

（子の年齢による制限を設けている）

導入していない
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⑧配偶者出産休暇制度 

配偶者出産休暇制度を導入しているかをみると、「全体」では、「導入している」の割合が 31.7％

となっている。 

従業員規模別にみると、規模が大きいほど「導入している」の割合が高い傾向がみられる。 

図表 85 配偶者出産休暇制度を導入しているか：単数回答（Q25-8） 

 

注）制度の性質に鑑み、集計に際しては、「妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している（子の年齢によ

る制限を設けていない）」「妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している（子の年齢による制限を設け

ている）」をあわせて「導入している」とした。 

 

  

31.7%

23.9%

35.6%

44.1%

50.0%

51.5%

55.4%

59.3%

55.0%

50.0%

42.0%

35.8%

12.9%

16.8%

9.4%

5.9%

8.0%

12.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

導入している 導入していない 無回答
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また、業種別の結果は以下のとおりとなっている。 

図表 86 【業種別】配偶者出産休暇制度を導入しているか：単数回答（Q25-8） 

 

注）「鉱業、採石業、砂利採取業」は、該当するサンプルがないため、グラフ中で非表示としている。また、「電

気・ガス・熱供給・水道業」「不動産業、物品賃貸業」「学術研究、専門・技術サービス業」「宿泊業、飲食

サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」「複合サービス事業」はウェイトバック前のサンプルサイズが

小さいため、参考値。 

  

31.7%

28.2%

34.7%

13.5%

23.7%

26.7%

33.3%

33.2%

87.1%

17.5%

0.0%

0.0%
47.9%

27.8%

47.6%

34.1%

55.4%

52.6%

63.0%

86.5%

56.3%

44.1%

55.9%

55.2%

10.7%

61.0%

100.0%

84.0%

44.3%

60.1%

32.8%

45.5%

12.9%

19.2%

2.3%

0.0%

20.0%

29.1%

10.7%

11.6%

2.2%
21.5%

0.0%
16.0%

7.9%

12.1%

19.5%

20.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

建設業(n=201)

製造業(n=360)

電気・ガス・熱供給・水道業(n=4)

情報通信業(n=125)

運輸業、郵便業(n=88)

卸売業、小売業(n=139)

金融業、保険業(n=30)

不動産業、物品賃貸業(n=36)

学術研究、専門・技術サービス業(n=71)

宿泊業、飲食サービス業(n=24)

生活関連サービス業、娯楽業(n=20)

教育、学習支援業(n=97)

医療、福祉(n=265)

複合サービス事業(n=18)

サービス業(n=161)

導入している 導入していない 無回答
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⑨１日単位の育児に関する目的で利用できる休暇制度 

１日単位の育児に関する目的で利用できる休暇制度を導入しているかをみると、「全体」では、

「導入していない」が 64.3％でもっとも割合が高く、次いで「妊娠・育児中に限り利用できる制

度を導入している（子の年齢による制限を設けている）」が 17.5％となっている。 

従業員規模別にみると、「1,001 人以上」では他に比べて、導入している割合（「妊娠・育児中

に限り利用できる制度を導入している（子の年齢による制限を設けていない）」「妊娠・育児中に

限り利用できる制度を導入している（子の年齢による制限を設けている）」の合計）が高い傾向が

みられる。 

図表 87 １日単位の育児に関する目的で利用できる休暇制度を導入しているか：単数回答（Q25-9） 

 

 

また、子の年齢に制限を設けて導入している企業について、対象となる子の年齢をみると、「全

体」では、「就学後、一定の年齢まで」が 46.1％でもっとも割合が高く、次いで「子が３歳～就

学前まで」が 35.0％となっている。 

図表 88 【子の年齢に制限を設けて導入している企業】 

１日単位の育児に関する目的で利用できる休暇制度の対象となる子の年齢：複数回答（Q25-9） 

 

注）「51～100人」「301～500人」はウェイトバック前のサンプルサイズが小さいため、参考値。  

6.5%

6.2%

7.2%

3.4%

7.3%

8.3%

17.5%

12.4%

21.7%

21.2%

23.3%

31.4%

64.3%

64.6%

63.9%

69.5%

62.7%

55.9%

11.7%

16.8%

7.2%

5.9%

6.7%

4.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している

（子の年齢による制限を設けていない）

妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している

（子の年齢による制限を設けている）

導入していない 無回答

子が３歳に

なるまで

子が３歳～

就学前まで

就学後、

一定の年齢まで

全体（n=287） 34.8 35.0 46.1

51～100人（n=100） 50.0 21.4 42.9

101～300人（n=125） 25.6 43.6 43.6

301～500人（n=２５） 28.0 44.0 68.0

501～1,000人（n=17） 22.9 42.9 40.0

1,001人以上（n=19） 34.4 31.3 56.3

従業員規模
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また、業種別の結果は以下のとおりとなっている。 

図表 89 【業種別】１日単位の育児に関する目的で利用できる休暇制度を導入しているか 

：単数回答（Q25-9） 

 
注）「鉱業、採石業、砂利採取業」は、該当するサンプルがないため、グラフ中で非表示としている。また、「電

気・ガス・熱供給・水道業」「不動産業、物品賃貸業」「学術研究、専門・技術サービス業」「宿泊業、飲食

サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」「複合サービス事業」はウェイトバック前のサンプルサイズが

小さいため、参考値。 

  

6.5%

3.3%
8.9%

13.5%

4.5%

11.8%

12.4%

2.7%

1.4%

5.9%

0.0%

0.0%

0.0%
7.3%

0.0%

5.6%

17.5%

13.4%

18.1%

0.0%

13.3%

10.1%

15.9%

13.9%

0.8%

32.0%

42.8%

16.0%

23.0%

18.5%

1.7%

21.5%

64.3%

63.7%

68.2%

86.5%

65.0%

49.6%

65.6%

73.8%

97.8%

42.0%

57.2%

84.0%

69.2%

66.4%

78.8%

53.1%

11.7%

19.6%

4.8%

0.0%
17.2%

28.5%

6.1%

9.6%

0.0%

20.1%

0.0%

0.0%
7.9%

7.8%

19.5%

19.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

建設業(n=201)

製造業(n=360)

電気・ガス・熱供給・水道業(n=4)

情報通信業(n=125)

運輸業、郵便業(n=88)

卸売業、小売業(n=139)

金融業、保険業(n=30)

不動産業、物品賃貸業(n=36)

学術研究、専門・技術サービス業(n=71)

宿泊業、飲食サービス業(n=24)

生活関連サービス業、娯楽業(n=20)

教育、学習支援業(n=97)

医療、福祉(n=265)

複合サービス事業(n=18)

サービス業(n=161)

妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している

（子の年齢による制限を設けていない）

妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している

（子の年齢による制限を設けている）

導入していない 無回答
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⑩時間単位の育児に関する目的で利用できる休暇制度 

時間単位の育児に関する目的で利用できる休暇制度を導入しているかをみると、「全体」では、

「導入していない」が 68.8％でもっとも割合が高く、次いで「妊娠・育児中に限り利用できる制

度を導入している（子の年齢による制限を設けている）」が 15.2％となっている。 

従業員規模別にみると、「51～100 人」では他に比べて、導入している割合（「妊娠・育児中に

限り利用できる制度を導入している（子の年齢による制限を設けていない）」「妊娠・育児中に限

り利用できる制度を導入している（子の年齢による制限を設けている）」の合計）が低い傾向がみ

られる。 

図表 90 時間単位の育児に関する目的で利用できる休暇制度を 

導入しているか：単数回答（Q25-10） 

 

 

また、子の年齢に制限を設けて導入している企業について、対象となる子の年齢をみると、「全

体」では、「就学後、一定の年齢まで」が 46.8％でもっとも割合が高く、次いで「子が３歳～就

学前まで」が 39.1％となっている。 

図表 91 【子の年齢に制限を設けて導入している企業】 

時間単位の育児に関する目的で利用できる休暇制度の対象となる子の年齢：複数回答（Q25-10） 

 
注）「51～100 人」「301～500 人」「501～1,000 人」はウェイトバック前のサンプルサイズが小さいため、参考

値。 

  

4.2%

2.7%

6.7%

1.7%

4.0%

6.4%

15.2%

12.4%

17.8%

16.9%

18.7%

20.1%

68.8%

68.1%

67.8%

76.3%

71.3%

69.6%

11.8%

16.8%

7.8%

5.1%

6.0%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している

（子の年齢による制限を設けていない）

妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している

（子の年齢による制限を設けている）

導入していない 無回答

子が３歳に

なるまで

子が３歳～

就学前まで

就学後、

一定の年齢まで

全体（n=249） 32.6 39.1 46.8

51～100人（n=100） 42.9 28.6 42.9

101～300人（n=102） 25.0 50.0 43.8

301～500人（n=20） 30.0 45.0 70.0

501～1,000人（n=14） 25.0 28.6 50.0

1,001人以上（n=12） 24.4 36.6 63.4

従業員規模
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また、業種別の結果は以下のとおりとなっている。 

図表 92 【業種別】時間単位の育児に関する目的で利用できる休暇制度を導入しているか 

：単数回答（Q25-10） 

 

注）「鉱業、採石業、砂利採取業」は、該当するサンプルがないため、グラフ中で非表示としている。また、「電

気・ガス・熱供給・水道業」「不動産業、物品賃貸業」「学術研究、専門・技術サービス業」「宿泊業、飲食

サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」「複合サービス事業」はウェイトバック前のサンプルサイズが

小さいため、参考値。 

  

4.2%

5.3%

5.4%

0.0%

8.4%

3.7%
7.8%

1.0%

0.0%
5.9%

0.0%

0.0%

0.0%

3.3%

1.7%

0.3%

15.2%

12.5%

14.7%

0.0%

4.5%

9.2%

12.3%

14.6%

0.8%
40.2%

42.8%

0.0%

20.8%

19.1%

0.0%

16.0%

68.8%

62.7%

75.1%

100.0%

69.9%

58.7%

73.8%

78.1%

99.2%

33.8%

57.2%

84.0%

71.8%

69.9%

80.5%

63.9%

11.8%

19.6%

4.8%

0.0%

17.2%

28.5%

6.1%

6.3%

0.0%
20.1%

0.0%

16.0%

7.3%

7.8%

17.8%

19.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

建設業(n=201)

製造業(n=360)

電気・ガス・熱供給・水道業(n=4)

情報通信業(n=125)

運輸業、郵便業(n=88)

卸売業、小売業(n=139)

金融業、保険業(n=30)

不動産業、物品賃貸業(n=36)

学術研究、専門・技術サービス業(n=71)

宿泊業、飲食サービス業(n=24)

生活関連サービス業、娯楽業(n=20)

教育、学習支援業(n=97)

医療、福祉(n=265)

複合サービス事業(n=18)

サービス業(n=161)

妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している

（子の年齢による制限を設けていない）

妊娠・育児中に限り利用できる制度を導入している

（子の年齢による制限を設けている）

導入していない 無回答
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（２）制度導入時の過半数労働組合等からの意見聴取の機会 

「始業または終業時刻の繰り上げ・繰り下げ」「フレックスタイム制」「テレワーク等」「短時間

勤務制度」「養育両立支援休暇」「保育施設の設置運営・ベビーシッターの手配および費用手配等」

のいずれかを導入している企業について、制度導入時に過半数労働組合等からの意見聴取の機会

を設けたかをみると、「全体」では、「すべての制度について、導入する際に意見聴取の機会を設

けた」が 43.4％でもっとも割合が高く、次いで「意見聴取の機会は設けなかった」が 24.2％とな

っている。 

従業員規模別にみると、501人以上では他に比べて、「すべての制度について、導入する際に意

見聴取の機会を設けた」の割合が高い傾向がみられる。 

図表 93 制度導入時の過半数労働組合等からの意見聴取の機会：単数回答（Q26） 

 

  

43.4%

37.0%

45.2%

53.0%

63.0%

62.2%

12.7%

10.0%

15.1%

15.7%

14.4%

17.4%

24.2%

31.0%

19.9%

15.7%

13.0%

10.9%

18.6%

21.0%

18.7%

15.7%

8.9%

8.0%

1.0%

1.0%

1.2%

0.0%

0.7%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,495)

51～100人(n=716)

101～300人(n=531)

301～500人(n=115)

501～1,000人(n=73)

1,001人以上(n=60)

すべての制度について、

導入する際に

意見聴取の機会を設けた

一部の制度について、

導入する際に

意見聴取の機会を設けた

意見聴取の機会は

設けなかった

わからない 無回答
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（３）仕事と育児の両立支援制度の利用実績（令和７年 10月） 

３歳～就学前の子を育てる正規労働者について、令和７年 10月における仕事と育児の両立支援

制度の利用実績を尋ねた。なお、回答負担軽減のため１か月での利用実績を聴取しているが、一

般的に各両立支援制度は複数月・年に渡って長期的に利用することを想定した制度である。 

 

①育児のための所定外労働の制限（残業免除） 

育児のための所定外労働の制限（残業免除）の対象者がいたかをみると、「全体」では、「対象

者がいた」が 38.5％となっている。 

従業員規模別にみると、「1,001 人以上」では他に比べて、「対象者がいた」の割合が５割以上

と高い傾向がみられる。 

図表 94 育児のための所定外労働の制限（残業免除）の対象者がいたか：単数回答（Q27-1） 

 
注）本設問は、「ほとんどの人が利用した（８割超）」「多くの人が利用した（６～８割）」「半数程度の人が利用

した（４～６割）」」「一部の人が利用した（２～４割程度）」「ほとんどの人は利用しなかった（２割未満）」

「わからない・該当する者はいなかった」の選択肢により、単数回答で回答を求めた。集計に際しては、

「ほとんどの人が利用した（８割超）」から「ほとんどの人は利用しなかった（２割未満）」を「対象者がい

た」として集計している。以降、Q27 について同様。 

  

38.5%

32.7%

43.9%

37.3%

47.3%

55.9%

57.8%

62.8%

52.8%

60.2%

51.3%

43.1%

3.6%

4.4%

3.3%

2.5%

1.3%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

対象者がいた わからない・該当する者はいなかった 無回答
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また、対象者がいた企業における利用実績をみると、「全体」では、「ほとんどの人は利用しな

かった（２割未満）」が 59.2％でもっとも割合が高くなっている。 

従業員規模別にみると、「101～300 人」では他に比べて、「ほとんどの人は利用しなかった（２

割未満）」の割合が低い傾向がみられる。 

図表 95 【育児のための所定外労働の制限（残業免除）の対象者がいた企業】 

対象者の利用実績：単数回答（Q27-1） 

 

  

26.1%

27.0%

29.1%

25.0%

5.6%

18.4%

2.4%

0.0%

3.8%

0.0%

11.3%

4.4%

3.0%

2.7%

2.5%

2.3%

4.2%

7.9%

9.4%

8.1%

11.4%

9.1%

7.0%

7.9%

59.2%

62.2%

53.2%

63.6%

71.8%

61.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=631)

51～100人(n=265)

101～300人(n=253)

301～500人(n=44)

501～1,000人(n=35)

1,001人以上(n=34)

ほとんどの人が利用した（８割超） 多くの人が利用した（６～８割程度）

半数程度の人が利用した（４～６割程度） 一部の人が利用した（２～４割程度）

ほとんどの人は利用しなかった（２割未満）
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②育児のための時間外労働の制限 

育児のための時間外労働の制限の対象者がいたかをみると、「全体」では、「対象者がいた」が

37.7％となっている。 

従業員規模別にみると、「101～300人」「501～1,000 人」「1,001人以上」では、「対象者がいた」

の割合が高い傾向がみられる。 

図表 96 育児のための時間外労働の制限の対象者がいたか：単数回答（Q27-2） 

 

 

また、対象者がいた企業における利用実績をみると、「全体」では、「ほとんどの人は利用しな

かった（２割未満）」が 59.6％でもっとも割合が高くなっている。 

従業員規模別にみると、300 人以下では他に比べて、「ほとんどの人が利用した（８割超）」の

割合が高い傾向がみられる。 

図表 97 【育児のための時間外労働の制限の対象者がいた企業】 

対象者の利用実績：単数回答（Q27-2） 

  

37.7%

31.9%

43.9%

33.1%

48.0%

52.5%

58.3%

62.8%

52.8%

64.4%

51.3%

47.1%

4.0%

5.3%

3.3%

2.5%

0.7%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

対象者がいた わからない・該当する者はいなかった 無回答

28.2%

30.6%

30.4%

23.1%

9.7%

18.7%

1.8%

0.0%

2.5%

0.0%

9.7%

3.7%

3.0%

2.8%

2.5%

2.6%

2.8%

9.3%

7.4%

5.6%

8.9%

10.3%

6.9%

7.5%

59.6%

61.1%

55.7%

64.1%

70.8%

60.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=617)

51～100人(n=258)

101～300人(n=253)

301～500人(n=39)

501～1,000人(n=36)

1,001人以上(n=32)

ほとんどの人が利用した（８割超） 多くの人が利用した（６～８割程度）

半数程度の人が利用した（４～６割程度） 一部の人が利用した（２～４割程度）

ほとんどの人は利用しなかった（２割未満）
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③育児のための深夜業の制限 

育児のための深夜業の制限の対象者がいたかをみると、「全体」では、「対象者がいた」の割合

が 33.5％となっている。 

従業員規模別にみると、501人以上では他に比べて、「対象者がいた」の割合が高い傾向がみら

れる。 

図表 98 育児のための深夜業の制限の対象者がいたか：単数回答（Q27-3） 

 
 

また、対象者がいた企業における利用実績をみると、「全体」では、「ほとんどの人は利用しな

かった（２割未満）」が 57.1％でもっとも割合が高くなっている。 

従業員規模別にみると、「101～300人」では他に比べて、「ほとんどの人は利用しなかった（２

割未満）」の割合が低い傾向がみられる。 

図表 99 【育児のための深夜業の制限の対象者がいた企業】 

対象者の利用実績：単数回答（Q27-3） 

  

33.5%

29.2%

36.1%

33.9%

46.0%

51.0%

61.8%

64.6%

60.0%

63.6%

53.3%

48.0%

4.7%

6.2%

3.9%

2.5%

0.7%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

対象者がいた わからない・該当する者はいなかった 無回答

31.5%

33.3%

33.8%

27.5%

17.4%

22.1%

1.6%

0.0%

3.1%

0.0%

2.9%

3.8%

2.4%

0.0%

4.6%

2.5%

1.4%

6.7%

7.5%

6.1%

7.7%

12.5%

8.7%

9.6%

57.1%

60.6%

50.8%

57.5%

69.6%

57.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=550)

51～100人(n=236)

101～300人(n=208)

301～500人(n=40)

501～1,000人(n=34)

1,001人以上(n=31)

ほとんどの人が利用した（８割超） 多くの人が利用した（６～８割程度）

半数程度の人が利用した（４～６割程度） 一部の人が利用した（２～４割程度）

ほとんどの人は利用しなかった（２割未満）
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④始業または終業時刻繰り上げ・繰り下げ 

始業または終業時刻の繰り上げ・繰り下げの対象者がいたかをみると、「全体」では、「対象者

がいた」の割合が 48.4％となっている。 

従業員規模別にみると、501人以上では他に比べて、「対象者がいた」の割合が高い傾向がみら

れる。 

図表 100 始業または終業時刻の繰り上げ・繰り下げの対象者がいたか：単数回答（Q27-4） 

 
 

また、対象者がいた企業における利用実績をみると、「全体」では、「ほとんどの人は利用しな

かった（２割未満）」が 50.4％でもっとも割合が高くなっている。 

従業員規模別にみると、300 人以下では他に比べて、「ほとんどの人が利用した（８割超）」の

割合が高い傾向がみられる。 

図表 101 【始業または終業時刻の繰り上げ・繰り下げの対象者がいた企業】 

対象者の利用実績：単数回答（Q27-4） 

  

48.4%

42.3%

53.7%

46.4%

66.7%

61.7%

47.9%

53.8%

42.1%

50.0%

33.3%

35.6%

3.7%

3.8%

4.1%

3.6%

0.0%

2.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,126)

51～100人(n=558)

101～300人(n=387)

301～500人(n=84)

501～1,000人(n=52)

1,001人以上(n=44)

対象者がいた わからない・該当する者はいなかった 無回答

25.4%

27.3%

27.7%

17.9%

14.3%

17.4%

3.3%

0.0%

6.2%

0.0%

10.0%

5.4%

4.0%

0.0%

7.7%

5.1%

4.3%

7.6%

17.0%

18.2%

13.8%

25.6%

15.7%

19.6%

50.4%

54.5%

44.6%

51.3%

55.7%

50.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=546)

51～100人(n=236)

101～300人(n=208)

301～500人(n=39)

501～1,000人(n=35)

1,001人以上(n=27)

ほとんどの人が利用した（８割超） 多くの人が利用した（６～８割程度）

半数程度の人が利用した（４～６割程度） 一部の人が利用した（２～４割程度）

ほとんどの人は利用しなかった（２割未満）
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⑤フレックスタイム制 

フレックスタイム制の対象者がいたかをみると、「全体」では、「対象者がいた」の割合が 56.3％

となっている。 

従業員規模別にみると、1,000 人以下では、規模が大きいほど「対象者がいた」の割合が高い

傾向がみられる。 

図表 102 フレックスタイム制の対象者がいたか：単数回答（Q27-5） 

 
注）「51～100 人」「301～500 人」はウェイトバック前のサンプルサイズが小さいため、参考値。 

 

また、対象者がいた企業における利用実績をみると、「全体」では、「ほとんどの人が利用した

（８割超）」が 44.5％でもっとも割合が高くなっている。 

図表 103 【フレックスタイム制の対象者がいた企業】対象者の利用実績：単数回答（Q27-5） 

 

注）「51～100 人」「101～300 人」「301～500 人」はウェイトバック前のサンプルサイズが小さいため、参考値。  

56.3%

48.0%

58.5%

68.2%

84.6%

75.0%

38.6%

44.0%

39.0%

27.3%

15.4%

22.1%

5.1%

8.0%

2.4%

4.5%

0.0%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=372)

51～100人(n=179)

101～300人(n=131)

301～500人(n=22)

501～1,000人(n=19)

1,001人以上(n=20)

対象者がいた わからない・該当する者はいなかった 無回答

44.5%

33.3%

58.3%

40.0%

36.4%

51.0%

5.0%

0.0%

8.3%

6.7%

9.1%

9.8%

2.5%

0.0%

0.0%

6.7%

9.1%

17.6%

13.3%

8.3%

16.7%

33.3%

9.1%

9.8%

34.7%

58.3%

16.7%

13.3%

36.4%

11.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=209)

51～100人(n=86)

101～300人(n=77)

301～500人(n=15)

501～1,000人(n=16)

1,001人以上(n=15)

ほとんどの人が利用した（８割超） 多くの人が利用した（６～８割程度）

半数程度の人が利用した（４～６割程度） 一部の人が利用した（２～４割程度）

ほとんどの人は利用しなかった（２割未満）
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⑥テレワーク（在宅勤務等） 

テレワーク（在宅勤務等）の対象者がいたかをみると、「全体」では、「対象者がいた」の割合

が 66.1％となっている。 

従業員規模別にみると、「101～300人」「301～500 人」では他に比べて、「対象者がいた」の割

合が高い傾向がみられる。 

図表 104 テレワーク（在宅勤務等）の対象者がいたか：単数回答（Q27-6） 

 
注）「51～100 人」はウェイトバック前のサンプルサイズが小さいため、参考値。 

 

また、対象者がいた企業における利用実績をみると、「全体」では、「ほとんどの人は利用しな

かった（２割未満）」が 34.6％でもっとも割合が高く、次いで「一部の人が利用した（２～４割

程度）」が 27.3％となっている。 

図表 105 【テレワーク（在宅勤務等）の対象者がいた企業】対象者の利用実績 

：単数回答（Q27-6） 

 

注）「51～100 人」「301～500 人」「501～1,000 人」はウェイトバック前のサンプルサイズが小さいため、参考

値。  

66.1%

59.3%

72.3%

75.0%

67.4%

68.6%

30.3%

37.0%

23.4%

21.9%

32.6%

28.6%

3.6%

3.7%

4.3%

3.1%

0.0%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=418)

51～100人(n=193)

101～300人(n=150)

301～500人(n=32)

501～1,000人(n=21)

1,001人以上(n=21)

対象者がいた わからない・該当する者はいなかった 無回答

26.2%

25.0%

26.5%

25.0%

24.1%

37.5%

9.8%

6.3%

8.8%

25.0%

13.8%

16.7%

2.1%

0.0%

2.9%

0.0%

10.3%

8.3%

27.3%

25.0%

32.4%

29.2%

20.7%

10.4%

34.6%

43.8%

29.4%

20.8%

31.0%

27.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=276)

51～100人(n=114)

101～300人(n=109)

301～500人(n=24)

501～1,000人(n=14)

1,001人以上(n=14)

ほとんどの人が利用した（８割超） 多くの人が利用した（６～８割程度）

半数程度の人が利用した（４～６割程度） 一部の人が利用した（２～４割程度）

ほとんどの人は利用しなかった（２割未満）
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⑦短時間勤務制度（１日の所定労働時間を６時間とする措置を含む制度） 

短時間勤務制度（１日の所定労働時間を６時間とする措置を含む制度）の対象者がいたかをみ

ると、「全体」では、「対象者がいた」の割合が 60.5％となっている。 

従業員規模別にみると、1,000 人以下では、規模が大きいほど「対象者がいた」の割合が高い傾

向がみられる。 

図表 106 短時間勤務制度（１日の所定労働時間を６時間とする措置を含む制度）の 

対象者がいたか：単数回答（Q27-7） 

 
 

また、対象者がいた企業における利用実績をみると、「全体」では、「ほとんどの人は利用しな

かった」が 33.8％でもっとも割合が高くなっている。 

従業員規模別にみると、「51～100人」では、「ほとんどの人は利用しなかった（２割未満）」の

割合が高い傾向がみられる。 

図表 107 【短時間勤務制度（１日の所定労働時間を６時間とする措置を含む制度）の 

対象者がいた企業】対象者の利用実績：単数回答（Q27-7） 

  

60.5%

49.4%

66.5%

70.5%

83.7%

81.0%

38.1%

49.4%

31.7%

28.6%

15.6%

15.4%

1.5%

1.1%

1.9%

0.9%

0.7%

3.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,393)

51～100人(n=637)

101～300人(n=515)

301～500人(n=112)

501～1,000人(n=70)

1,001人以上(n=58)

対象者がいた わからない・該当する者はいなかった 無回答

31.8%

34.1%

32.7%

29.1%

22.0%

25.9%

6.0%

2.3%

8.4%

2.5%

13.6%

9.5%

6.8%

4.5%

7.5%

7.6%

11.0%

10.8%

21.6%

18.2%

20.6%

35.4%

23.7%

25.9%

33.8%

40.9%

30.8%

25.3%

29.7%

27.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=842)

51～100人(n=315)

101～300人(n=343)

301～500人(n=79)

501～1,000人(n=59)

1,001人以上(n=47)

ほとんどの人が利用した（８割超） 多くの人が利用した（６～８割程度）

半数程度の人が利用した（４～６割程度） 一部の人が利用した（２～４割程度）

ほとんどの人は利用しなかった（２割未満）
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⑧養育両立支援休暇 

養育両立支援休暇の対象者がいたかをみると、全体では、「対象者がいた」の割合が 37.2％と

なっている。 

従業員規模別にみると、301人以上では他に比べて、「対象者がいた」の割合が高い傾向がみら

れる。 

図表 108 養育両立支援休暇の対象者がいたか：単数回答（Q27-8） 

 
注）「51～100 人」はウェイトバック前のサンプルサイズが小さいため、参考値。 

 

また、対象者がいた企業における利用実績をみると、「全体」では、「ほとんどの人は利用しな

かった（２割未満）」が 58.0％でもっとも割合が高くなっている。 

図表 109 【養育両立支援休暇の対象者がいた企業】対象者の利用実績：単数回答（Q27-8） 

 

注）「51～100 人」「101～300 人」「301～500 人」はウェイトバック前のサンプルサイズが小さいため、参考値。  

37.2%

31.8%

32.7%

51.3%

66.0%

48.6%

61.0%

68.2%

63.3%

48.7%

32.1%

50.0%

1.8%

0.0%

4.1%

0.0%

1.9%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=401)

51～100人(n=157)

101～300人(n=157)

301～500人(n=39)

501～1,000人(n=26)

1,001人以上(n=21)

対象者がいた わからない・該当する者はいなかった 無回答

16.0%

28.6%

12.5%

0.0%

11.4%

11.4%

10.8%

14.3%

12.5%

5.0%

5.7%

5.7%

0.5%

0.0%

0.0%

0.0%

2.9%

2.9%

14.6%

0.0%

18.8%

40.0%

17.1%

11.4%

58.0%

57.1%

56.3%

55.0%

62.9%

68.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=149)

51～100人(n=50)

101～300人(n=51)

301～500人(n=20)

501～1,000人(n=17)

1,001人以上(n=10)

ほとんどの人が利用した（８割超） 多くの人が利用した（６～８割程度）

半数程度の人が利用した（４～６割程度） 一部の人が利用した（２～４割程度）

ほとんどの人は利用しなかった（２割未満）
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⑨自社で設置運営している保育施設・ベビーシッターの手配および費用手配等 

自社で設置運営している保育施設・ベビーシッターの手配および費用手配等の対象者がいたか

をみると、「全体」では、「対象者がいた」の割合が 39.3％となっている。 

図表 110 自社で設置運営している保育施設・ベビーシッターの手配および費用手配等の 

対象者がいたか：単数回答（Q27-9） 

 

注）「51～100 人」「101～300 人」「301～500 人」はウェイトバック前のサンプルサイズが小さいため、参考値。 

 

また、対象者がいた企業における利用実績をみると、以下の結果となっている。ただし、ウェイ

トバック前のサンプルサイズが小さいため、参考値である。 

図表 111 【自社で設置運営している保育施設・ベビーシッターの手配および 

費用手配等の対象者がいた企業】対象者の利用実績：単数回答（Q27-9） 

 
注）グラフ中では、割合が 0.0％のものについて表示を省略している。 

注）ウェイトバック前のサンプルサイズが小さいため、全体および従業員規模別の結果は参考値。 

  

39.3%

50.0%

27.3%

40.0%

43.8%

49.2%

59.5%

50.0%

72.7%

60.0%

56.3%

44.4%

1.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

6.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=104)

51～100人(n=14)

101～300人(n=35)

301～500人(n=20)

501～1,000人(n=16)

1,001人以上(n=19)

対象者がいた わからない・該当する者はいなかった 無回答

26.0%

100.0%

33.3%

3.2%

1.9%

7.1%

3.2%

10.0%

33.3%

9.7%

13.9%

37.5%

21.4%

12.9%

48.2%

33.3%

62.5%

71.4%

71.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=41)

51～100人(n=7)

101～300人(n=10)

301～500人(n=8)

501～1,000人(n=7)

1,001人以上(n=9)

ほとんどの人が利用した（８割超） 多くの人が利用した（６～８割程度）

半数程度の人が利用した（４～６割程度） 一部の人が利用した（２～４割程度）

ほとんどの人は利用しなかった（２割未満）
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２-８．仕事と育児の両立に関する個別の制度周知・意向確認等 

（１）仕事と育児の両立に関する個別の制度周知・意向確認等の実施状況 

①育児休業制度等に関する個別の周知・意向確認（妊娠・出産等の申出時） 

これまで、労働者から妊娠・出産等の申出があった際に、育児休業制度等に関する個別の周知・

意向確認を実施したかをみると、「全体」では、「実施した」が 72.2％でもっとも割合が高く、次

いで「対象労働者はいなかった」が 16.8％となっている。 

従業員規模別にみると、規模が大きいほど「実施した」の割合が高い傾向がみられる。 

図表 112 育児休業制度等に関する個別の周知・意向確認（妊娠・出産等の申出時）：単数回答（Q28-1） 

 
 

②仕事と育児を両立するための就業条件1に関する個別の意向聴取（妊娠・出産等の申出時） 

これまで、労働者から妊娠・出産等の申出があった際に、仕事と育児を両立するための就業条

件に関する個別の意向聴取を実施したかをみると、「全体」では、「実施した」が 65.5％でもっと

も割合が高く、次いで「対象労働者はいなかった」が 17.1％となっている。 

従業員規模別にみると、規模が大きいほど「実施した」の割合が高い傾向がみられる。 

図表 113 仕事と育児を両立するための就業条件に関する 

個別の意向聴取（妊娠・出産等の申出時）：単数回答（Q28-2） 

  

 
1 勤務時間帯や勤務地、両立支援制度の利用期間等を指す。以降同様。 

72.2%

63.7%

77.2%

83.9%

88.7%

94.6%

3.3%

3.5%

3.3%

2.5%

3.3%

1.5%

16.8%

22.1%

14.4%

6.8%

5.3%

1.5%

5.9%

8.8%

2.8%

5.9%

2.7%

1.0%

1.8%

1.8%

2.2%

0.8%

0.0%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

実施した 実施しなかった 対象労働者はいなかった 対象労働者がいたかわからない 無回答

65.5%

54.9%

72.8%

78.0%

84.7%

88.7%

8.7%

10.6%

6.7%

7.6%

6.7%

5.9%

17.1%

22.1%

15.0%

7.6%

5.3%

2.5%

6.1%

8.8%

3.3%

5.9%

2.7%

1.0%

2.7%

3.5%

2.2%

0.8%

0.7%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

実施した 実施しなかった 対象労働者はいなかった 対象労働者がいたかわからない 無回答
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③仕事と育児の両立支援制度等の利用等に関する個別の周知・意向確認（子が３歳になる前） 

これまで、子が３歳になる前の労働者について、仕事と育児の両立支援制度等の利用等に関す

る個別の周知・意向確認を実施したかをみると、「全体」では、「実施した」が 47.5％でもっとも

割合が高く、次いで「対象労働者はいなかった」が 22.6％となっている。 

従業員規模別にみると、規模が大きいほど「実施した」の割合が高い傾向がみられる。 

図表 114 仕事と育児の両立支援制度等の利用等に関する 

個別の周知・意向確認（子が３歳になる前）：単数回答（Q28-3） 

 

 

④仕事と育児を両立するための就業条件に関する個別の意向聴取（子が３歳になる前） 

これまで、子が３歳になる前の労働者について、仕事と育児を両立するための就業条件に関す

る個別の意向聴取を実施したかをみると、「全体」では、「実施した」が 46.5％でもっとも割合が

高く、次いで「対象労働者はいなかった」が 23.1％となっている。 

従業員規模別にみると、規模が大きいほど「実施した」の割合が高い傾向がみられる。 

図表 115 仕事と育児を両立するための就業条件に関する 

個別の意向聴取（子が３歳になる前）：単数回答（Q28-4） 

  

47.5%

40.7%

50.6%

56.8%

64.7%

70.6%

14.7%

13.3%

15.6%

16.9%

16.7%

18.1%

22.6%

28.3%

20.0%

14.4%

9.3%

3.9%

12.5%

14.2%

11.7%

11.0%

9.3%

4.9%

2.7%

3.5%

2.2%

0.8%

0.0%

2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

実施した 実施しなかった 対象労働者はいなかった 対象労働者がいたかわからない 無回答

46.5%

38.9%

50.6%

55.1%

64.7%

70.1%

15.9%

15.0%

16.1%

18.6%

16.7%

19.1%

23.1%

29.2%

20.0%

14.4%

9.3%

3.9%

12.0%

13.3%

11.7%

11.0%

9.3%

4.4%

2.5%

3.5%

1.7%

0.8%

0.0%

2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

実施した 実施しなかった 対象労働者はいなかった 対象労働者がいたかわからない 無回答
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（２）育児休業制度等に関する個別の周知・意向確認の方法 

①育児休業制度等に関する個別の周知・意向確認の方法（妊娠・出産等の申出時） 

労働者から妊娠・出産等の申出があった際に、育児休業制度等に関する個別の周知・意向確認

を行った企業について、その方法をみると、「全体」では、「面談」が 72.5％でもっとも割合が高

く、次いで「書面交付」が 30.5％となっている。 

従業員規模別にみると、規模が大きいほど「書面交付」「電子メール等」の割合が高い傾向がみ

られる。 

図表 116 育児休業制度等に関する個別の周知・意向確認の方法（妊娠・出産等の申出時） 

：複数回答（Q29-1） 

 

  

72.5%

30.5%

0.0%

17.4%

1.9%

0.7%

79.2%

25.0%

0.0%

11.1%

0.0%

0.0%

71.2%

31.7%

0.0%

19.4%

4.3%

1.4%

66.7%

33.3%

0.0%

23.2%

0.0%

1.0%

58.6%

42.9%

0.0%

27.1%

2.3%

0.0%

49.2%

51.3%

0.0%

36.8%

2.1%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

面談

書面交付

FAX

電子メール等

わからない

無回答

全体(n=1,183)

51～100人(n=515)

101～300人(n=445)

301～500人(n=99)

501～1,000人(n=66)

1,001人以上(n=58)



 

80 

②仕事と育児を両立するための就業条件に関する個別の意向聴取の方法（妊娠・出産等の申出時） 

労働者から妊娠・出産等の申出があった際に、仕事と育児を両立するための就業条件に関する

個別の意向聴取を行った企業について、その方法をみると、「全体」では、「面談」が 70.4％でも

っとも割合が高く、次いで「書面交付」が 28.2％となっている。 

従業員規模別にみると、規模が大きいほど「書面交付」の割合が高い傾向がみられる。 

図表 117 仕事と育児を両立するための就業条件に関する個別の意向聴取の方法 

（妊娠・出産等の申出時）：複数回答（Q29-2） 

 
  

70.4%

28.2%

0.0%

18.7%

2.3%

0.8%

77.4%

22.6%

0.0%

12.9%

1.6%

0.0%

68.7%

29.0%

0.0%

21.4%

3.1%

1.5%

66.3%

32.6%

0.0%

19.6%

1.1%

1.1%

56.7%

37.0%

0.0%

26.8%

4.7%

0.8%

49.2%

50.3%

0.0%

34.8%

2.2%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

面談

書面交付

FAX

電子メール等

わからない

無回答

全体(n=1,072)

51～100人(n=444)

101～300人(n=419)

301～500人(n=92)

501～1,000人(n=63)

1,001人以上(n=54)
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③仕事と育児の両立支援制度等に関する個別の周知・意向確認の方法（子が３歳になる前） 

子が３歳になる前の労働者に、仕事と育児の両立支援制度等に関する個別の周知・意向確認を

行った企業について、その方法をみると、「全体」では、「面談」が 60.5％でもっとも割合が高く、

次いで「書面交付」が 32.6％となっている。 

従業員規模別にみると、規模が大きいほど「書面交付」および「電子メール等」の割合が高い

傾向がみられる。 

図表 118 仕事と育児の両立支援制度等に関する個別の周知・意向確認の方法 

（子が３歳になる前）：複数回答（Q29-3） 

 

  

60.5%

32.6%

0.0%

23.1%

3.1%

0.2%

71.7%

26.1%

0.0%

17.4%

2.2%

0.0%

54.9%

35.2%

0.0%

24.2%

5.5%

0.0%

52.2%

37.3%

0.0%

26.9%

0.0%

1.5%

47.4%

38.1%

0.0%

36.1%

0.0%

0.0%

40.3%

52.1%

0.0%

39.6%

2.8%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

面談

書面交付

FAX

電子メール等

わからない

無回答

全体(n=779)

51～100人(n=329)

101～300人(n=291)

301～500人(n=67)

501～1,000人(n=48)

1,001人以上(n=43)
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④仕事と育児を両立するための就業条件に関する個別の意向聴取の方法（子が３歳になる前） 

子が３歳になる前の労働者に、仕事と育児を両立するための就業条件に関する個別の意向聴取

を行った企業について、その方法をみると、「全体」では、「面談」が 60.8％でもっとも割合が高

く、次いで「書面交付」が 30.2％となっている。 

従業員規模別にみると、規模が大きいほど「書面交付」「電子メール等」の割合が高い傾向がみ

られる。 

図表 119 仕事と育児を両立するための就業条件に関する個別の意向聴取の方法 

（子が３歳になる前）：複数回答（Q29-4） 

 

  

60.8%

30.2%

0.0%

24.0%

3.3%

1.1%

72.7%

22.7%

0.0%

18.2%

2.3%

2.3%

54.9%

33.0%

0.0%

25.3%

5.5%

0.0%

50.8%

35.4%

0.0%

27.7%

0.0%

1.5%

47.4%

39.2%

0.0%

34.0%

2.1%

0.0%

43.4%

49.0%

0.0%

40.6%

2.8%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

面談

書面交付

FAX

電子メール等

わからない

無回答

全体(n=762)

51～100人(n=315)

101～300人(n=291)

301～500人(n=65)

501～1,000人(n=48)

1,001人以上(n=43)
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（３）育児休業制度等に関する個別の周知・意向確認後の制度利用状況 

①育児休業制度等に関する個別の周知・意向確認後の制度利用状況（妊娠・出産等の申出時） 

労働者から妊娠・出産等の申出があった際に、育児休業制度等に関する個別の周知・意向確認

を行った企業について、その後の制度の利用状況をみると、「全体」では、「意向確認をした労働

者全員が利用した」が 45.8％でもっとも割合が高く、次いで「全員ではないが、おおむねの労働

者が利用した」が 18.4％となっている。 

従業員規模別にみると、いずれの従業員規模でも「意向確認をした労働者全員が利用した」「全

員ではないが、おおむねの労働者が利用した」を合わせた割合が６割強から７割弱となっている。

また、規模が大きいほど「意向確認をした労働者全員が利用した」の割合が低く、「全員ではない

が、おおむねの労働者が利用した」の割合が高くなっている。 

図表 120 育児休業制度等に関する個別の周知・意向確認後の利用状況（妊娠・出産等の申出時） 

：単数回答（Q30-1） 

 
 また、妊娠・出産等の申出時における、育児休業制度等に関する個別の周知・意向確認の方法

（Q29-1）別にみると、「面談のみ」は「書面交付のみ」「電子メール等」のみに比べ、「意向確認

をした労働者全員が利用した」の割合が高い傾向がみられる。 

図表 121 【妊娠・出産等の申出時：育児休業制度等に関する個別の周知・意向確認の方法別】 

育児休業制度等に関する個別の周知・意向確認後の利用状況（妊娠・出産等の申出時）：単数回答（Q30-1） 

 
注）Q29-1 の回答を基に分析軸を作成した。なお、「FAX のみ」「わからない」は、該当するサンプルがないもし

くは少ないため、グラフ中で非表示としている。  

45.8%

54.2%

43.2%

39.4%

30.1%

19.7%

18.4%

9.7%

20.1%

28.3%

34.6%

46.6%

4.0%

2.8%

3.6%

6.1%

8.3%

10.4%

16.4%

18.1%

13.7%

16.2%

20.3%

17.6%

12.7%

11.1%

17.3%

10.1%

5.3%

4.7%

2.8%

4.2%

2.2%

0.0%

1.5%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,183)

51～100人(n=515)

101～300人(n=445)

301～500人(n=99)

501～1,000人(n=66)

1,001人以上(n=58)

意向確認をした労働者全員が利用した 全員ではないが、おおむねの労働者が利用した

半数程度の労働者が利用した 一部の労働者が利用した

誰も利用しなかった 無回答

45.8%

51.9%

35.1%

19.2%

52.6%

18.4%

15.9%

12.2%

26.7%

28.6%

4.0%

3.5%

7.8%

4.4%

3.0%

16.4%

16.4%

25.3%

17.3%

8.9%

12.7%

8.9%

19.6%

32.4%

6.5%

2.8%

3.4%

0.0%

0.0%

0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,183)

面談のみ(n=647)

書面交付のみ(n=176)

電子メール等のみ(n=101)

複数の方法の組み合わせ(n=230)

意向確認をした労働者全員が利用した 全員ではないが、おおむねの労働者が利用した

半数程度の労働者が利用した 一部の労働者が利用した

誰も利用しなかった 無回答
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②仕事と育児の両立支援制度等に関する個別の周知・意向確認後の制度利用状況（子が３歳にな

る前） 

子が３歳になる前の労働者に、仕事と育児の両立支援制度等に関する個別の周知・意向確認を

行った企業について、その後の制度の利用状況をみると、「全体」では、「意向確認をした労働者

全員が利用した」が 29.0％でもっとも割合が高く、次いで「一部の労働者が利用した」が 28.5％

となっている。 

従業員規模別にみると、「51～100 人」では他に比べて、意向確認をした労働者の多くが利用し

た割合（「意向確認をした労働者全員が利用した」「全員ではないが、おおむねの労働者が利用し

た」の合計）が高い傾向がみられる。 

図表 122 仕事と育児の両立支援制度等に関する個別の周知・意向確認後の制度利用状況 

（子が３歳になる前）：単数回答（Q30-2） 

 

 また、子が３歳になる前の労働者に対する仕事と育児の両立支援制度等に関する個別の周知・

意向確認の方法（Q29-3）別にみると、「面談のみ」は「書面交付のみ」「電子メール等」のみに比

べ、「意向確認をした労働者全員が利用した」の割合が高い傾向がみられる。 

図表 123 【仕事と育児の両立支援制度等に関する個別の周知・意向確認の方法(子が３歳になる前)別】仕事と育児

の両立支援制度等に関する個別の周知・意向確認後の制度利用状況（子が３歳になる前）：単数回答（Q30-2） 

 
注）Q29-3 の回答を基に分析軸を作成した。なお、「FAX のみ」「わからない」は、該当するサンプルがないもし

くは少ないため、グラフ中で非表示としている。  

29.0%

37.0%

26.4%

23.9%

14.4%

9.7%

13.4%

13.0%

9.9%

13.4%

18.6%

34.0%

2.9%

0.0%

3.3%

9.0%

8.2%

7.6%

28.5%

21.7%

34.1%

25.4%

41.2%

33.3%

25.0%

26.1%

26.4%

28.4%

16.5%

11.1%

1.2%

2.2%

0.0%

0.0%

1.0%

4.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=779)

51～100人(n=329)

101～300人(n=291)

301～500人(n=67)

501～1,000人(n=48)

1,001人以上(n=43)

意向確認をした労働者全員が利用した 全員ではないが、おおむねの労働者が利用した

半数程度の労働者が利用した 一部の労働者が利用した

誰も利用しなかった 無回答

29.0%

35.5%

17.4%

19.5%

31.6%

13.4%

11.1%

11.3%

15.3%

22.8%

2.9%

2.2%

4.1%

2.8%

4.3%

28.5%

27.0%

41.0%

19.4%

23.6%

25.0%

22.0%

26.0%

42.7%

17.3%

1.2%

2.2%

0.2%

0.3%

0.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=779)

面談のみ(n=366)

書面交付のみ(n=149)

電子メール等のみ(n=105)

複数の方法の組み合わせ(n=134)

意向確認をした労働者全員が利用した 全員ではないが、おおむねの労働者が利用した

半数程度の労働者が利用した 一部の労働者が利用した

誰も利用しなかった 無回答
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（４）個別の意向聴取を行う中で、労働者から多く寄せられた要望 

個別の意向聴取を行う中で、労働者から多く寄せられた要望を尋ねたところ、「休暇の日数」

「制度利用期間」「勤務地・勤務時間」等に関する記述がみられた。 

図表 124 個別の意向聴取を行う中で、労働者から多く寄せられた要望：自由記入（Q31） 

①子の看護休暇の日数 

・子の看護休暇（有給）日数の増加 

②制度利用期間 

・短時間勤務対象学年の引上げ（小学校３年生まで） 

・短時間勤務の取得可能期間の延長（小学３年生以上でも取得できる制度にしてほしいとの希望） 

・勤務地の配慮の希望 

・子の体調が安定しない、学童、保育園のお迎えの関係で時短勤務を引き続き利用したい。 

・時短対象児の年齢をあげてほしい時短勤務の勤務時間を６時間未満にしてほしい 

③勤務地・勤務時間 

・勤務地の希望・テレワークの要望 

・勤務地への配慮を求める要望が多かった 

・就業場所に係る要望（現状の勤務地を維持してほしい等） 

・宿泊を伴う業務の免除。事業所間の異動免除。 

・子が大きくなるまでは自宅が違い職場を希望する 

・朝と夕方の保育所の送迎時間と勤務時間について 

・短時間勤務とフレックスの併用 

・育休明けの夜勤を免除してほしい 

・就業時間や開始・終了時間を日ごとに設定したい 

・シフト制の部署において、シフトの固定を希望 

④その他 

・復帰時の職場のバックアップ支援 

・職場復帰後に育児による何らかの問題が生じた場合の会社側の柔軟な対応 

・在宅勤務を中心とした、柔軟な働き方を望む声が多い 

・育児休業中に自身の業務をカバーしてくれる課内メンバーへの心理的負担が大きい 

・子の看護等休暇の有給化 

・年次有給休暇が不足しそうで心配、業務の引き継ぎ・フォロー体制を強化したい 

注）主な回答を掲載している。また設問の趣旨と一致しない回答については掲載していない。なお、掲載にあた

っては、誤字脱字等の修正を行い、文意が変わらない範囲で文章を整えている。  
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（５）労働者が育児の他、介護もしている場合（ダブルケアをしている場合）に特別に配慮して

いることや、配慮するにあたっての課題 

労働者が育児の他、介護もしている場合（ダブルケアをしている場合）に特別に配慮している

ことや、配慮するにあたっての課題を尋ねたところ、取組については、「定期的な状況確認」「柔

軟な働き方」「配置の配慮」等に関する記述がみられ、課題については、「介護状態の把握」「代替

要員」「実例がない・イメージが湧かない」「メンタルケア」等に関する記述がみられた。 

図表 125 労働者が育児の他、介護もしている場合（ダブルケアをしている場合）に 

特別に配慮していることや、配慮するにあたっての課題：自由記入（Q32） 

【取組】 

①定期的な状況確認 

・1on1 ミーティングの実施により相談できる環境づくりをしている。課題は、ダブルケアに対する理

解不足、人員配置について 

・状況を、面談等を通して把握し、勤務場所等の配慮を行っている 

②柔軟な働き方 

・配慮していることは時差出勤などの柔軟な働き方の部分。部署で許可が得られた場合は、柔軟な働

き方を会社として認めており、部署は基本的には認めている。ただし、柔軟な働き方を認める一方

で報告なしに好きに働く方もおり、説明の仕方には課題が残っている 

・勤務時間や有休休暇取得についてはできる限り希望に沿う形で対応する 

・基本テレワークにしている 

③配置の配慮 

・人事異動時の配慮 

・勤務地、勤務時間（日勤勤務に固定など） 

・時間外勤務をさせない。人員を業務量より多く配置している 

 

【課題】 

①介護状態の把握 

・特に介護に関連して配慮を必要とする労働者の把握に課題を感じる 

・会社側から積極的にプライベートな事を深堀することがそもそも困難なため、会社側からは制度や

相談を募る等周知をしたうえで、社員から相談等が来たら都度対応するようにしている。ただ、相

談できる環境を整備したり、相談しやすくする等まだまだ改善の余地はあると思う 

・介護をしていることを労働者本人がオープンにしてもらえるかどうか 

②代替要員 

・余裕のある人員数ではないため、急な遅刻早退欠勤があった際に、既存従業員がカバーしきれない

ことがあること 

・介護の際は、計画が立てづらい 

・職場内における業務負担の見直し等の配慮を行っている。課題：限られた人員の中で業務を行って

いる職場が多いため、他の従業員の負担が大きくなってしまう懸念がある 

・シフト勤務の社員が多く、突発的なお休みに対応しにくい、または、該当社員に申し訳ないと思わ

せてしまう勤務形態があること 



 

87 

③実例がない・イメージが湧かない 

・ダブルケアは現状はいないが、経験者でない上司や周囲のスタッフがどのように寄り添ったら良い

のかわからない点が課題 

・前例がないので、配慮が行き届くか不安。職員としっかりコミュニケーションを取りつつ意向確認

等を進めたい 

④メンタルケア 

・課題として精神的な負担軽減が挙げられる 

⑤公平感 

・要件を満たしていれば看護休暇と介護休暇の両方を取得可能なことを伝え、働き方について本人に

意向確認している。配慮が行き過ぎると職場内の不満が溜まるのが課題 

注）主な回答を掲載している。また設問の趣旨と一致しない回答については掲載していない。なお、掲載にあた

っては、誤字脱字等の修正を行い、文意が変わらない範囲で文章を整えている。  
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２-９．仕事と育児の両立支援制度等利用者の人事評価・キャリア形成支援の状況 

（１）育児のための短時間勤務制度の利用者が担う業務の内容・責任や業務量についての方針 

育児のための短時間勤務制度の利用者が担う業務の内容・責任や業務量についての方針をみる

と、「全体」では、「業務内容・責任等はそのままで、業務量を減らす方針」が 61.9％でもっとも

割合が高く、次いで「いずれも当てはまらない、わからない」が 20.7％となっている。 

従業員規模別にみると、「301～500人」「1,001人以上」では他に比べて、「業務内容・責任等は

そのままで、業務量を減らす方針」の割合が高い傾向がみられる。 

図表 126 育児のための短時間勤務制度の利用者が担う業務の内容・責任や 

業務量についての方針：単数回答（Q33） 

 

  

61.9%

55.8%

67.2%

71.2%

62.0%

76.0%

6.2%

6.2%

6.1%

5.1%

10.7%

4.4%

8.6%

9.7%

7.8%

5.9%

9.3%

4.4%

0.6%

0.9%

0.6%

0.0%

0.0%

0.0%

20.7%

25.7%

16.1%

15.3%

17.3%

12.7%

2.0%

1.8%

2.2%

2.5%

0.7%

2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

業務内容・責任等はそのままで、業務量を減らす方針

業務内容・責任等はそのままで、業務量は変えない方針

より簡易な業務内容・責任等へ転換したうえで、業務量も減らす方針

より簡易な業務内容・責任等へ転換したうえで、業務量は変えない方針

いずれも当てはまらない、わからない

無回答
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（２）仕事と育児の両立支援制度の利用者がいる場合に、業務分担の見直しや代替要員の確保等

を行っているか 

仕事と育児の両立支援制度の利用者がいる場合に、業務分担の見直しや代替要員の確保等を行

っているかを尋ねた。以降の設問では、主な対応について尋ねている。 

 

①半年以上の育児休業取得者がいる場合 

半年以上の育児休業取得者がいる場合に、業務分担の見直しや代替要員の確保等を行っている

かをみると、「全体」では、「周囲の労働者の業務分担の見直しを行う」が 26.2％でもっとも割合

が高く、次いで「新規雇い入れ、派遣の受け入れ等により代替要員を確保する」が 23.1％となっ

ている。 

従業員規模別にみると、301人以上では、「社内における配置転換等により代替要員を確保する」

の割合が２割弱から２割強と高い傾向がみられる。 

図表 127 半年以上の育児休業取得者がいる場合：単数回答（Q34-1） 

 

  

26.2%

28.3%

22.8%

26.3%

28.7%

27.9%

0.7%

0.9%

0.6%

0.0%

0.0%

1.5%

1.1%

1.8%

0.6%

0.0%

0.7%

0.5%

0.7%

0.9%

0.6%

0.0%

0.7%

0.5%

11.2%

7.1%

13.3%

20.3%

19.3%

17.6%

23.1%

21.2%

24.4%

26.3%

24.0%

28.4%

0.7%

0.9%

0.0%

0.0%

2.0%

3.4%

6.4%

8.0%

4.4%

6.8%

6.0%

2.9%

19.9%

22.1%

20.6%

14.4%

8.7%

8.8%

10.1%

8.8%

12.8%

5.9%

10.0%

8.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

周囲の労働者の業務分担の見直しを行う

業務を代替する周囲の労働者に残業手当以外の手当支給等を行う

業務を代替する周囲の労働者を評価し、賞与に反映させている

部署全体の業務量を削減する

社内における配置転換等により代替要員を確保する

新規雇い入れ、派遣の受け入れ等により代替要員を確保する

制度利用者がいた結果、節減された人件費を代替要員確保等に使えるよう予め確保している

いずれも実施していない

対象者がいない・わからない

無回答
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また、「対象者がいない・わからない」と回答した企業、および無回答だった企業を除いた結

果は以下のとおりとなっている。「全体」では、「周囲の労働者の業務分担の見直しを行う」が

37.4％でもっとも割合が高く、次いで「新規雇い入れ、派遣の受け入れ等により代替要員を確

保する」が 33.0％となっている。 

従業員規模別にみると、「51～100 人」では他に比べて、「社内における配置転換等により代替

要員を確保する」の割合が低い傾向がみられる。 

図表 128 【「対象者がいない・わからない」「無回答」を除く】 

半年以上の育児休業取得者がいる場合：単数回答（Q34-1） 

  

37.4%

41.0%

34.2%

33.0%

35.2%

33.7%

1.0%

1.3%

0.8%

0.0%

0.0%

1.8%

1.6%

2.6%

0.8%

0.0%

0.8%

0.6%

1.0%

1.3%

0.8%

0.0%

0.8%

0.6%

16.0%

10.3%

20.0%

25.5%

23.8%

21.3%

33.0%

30.8%

36.7%

33.0%

29.5%

34.3%

0.9%

1.3%

0.0%

0.0%

2.5%

4.1%

9.1%

11.5%

6.7%

8.5%

7.4%

3.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,148)

51～100人(n=558)

101～300人(n=384)

301～500人(n=94)

501～1,000人(n=61)

1,001人以上(n=50)

周囲の労働者の業務分担の見直しを行う

業務を代替する周囲の労働者に残業手当以外の手当支給等を行う

業務を代替する周囲の労働者を評価し、賞与に反映させている

部署全体の業務量を削減する

社内における配置転換等により代替要員を確保する

新規雇い入れ、派遣の受け入れ等により代替要員を確保する

制度利用者がいた結果、節減された人件費を代替要員確保等に使えるよう予め確保している

いずれも実施していない
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②半年未満の育児休業取得者がいる場合 

半年未満の育児休業取得者がいる場合に、業務分担の見直しや代替要員の確保等を行っている

かをみると、「全体」では、「周囲の労働者の業務分担の見直しを行う」が 30.6％でもっとも割合

が高く、次いで「対象者がいない・わからない」が 25.3％となっている。 

従業員規模別にみると、501人以上では、「周囲の労働者の業務分担の見直しを行う」の割合が

高い傾向がみられる。 

図表 129 半年未満の育児休業取得者がいる場合：単数回答（Q34-2） 
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31.7%
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0.0%
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7.4%

6.2%

7.8%
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8.7%

13.2%

0.5%

0.9%

0.0%

0.0%

0.7%

1.0%

7.1%

6.2%

7.8%

11.9%

5.3%

4.9%

25.3%

29.2%

24.4%

16.9%

14.7%

10.8%

18.5%

19.5%

19.4%

12.7%

15.3%

12.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

周囲の労働者の業務分担の見直しを行う

業務を代替する周囲の労働者に残業手当以外の手当支給等を行う

業務を代替する周囲の労働者を評価し、賞与に反映させている

部署全体の業務量を削減する

社内における配置転換等により代替要員を確保する

新規雇い入れ、派遣の受け入れ等により代替要員を確保する

制度利用者がいた結果、節減された人件費を代替要員確保等に使えるよう予め確保している

いずれも実施していない

対象者がいない・わからない

無回答
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また、「対象者がいない・わからない」と回答した企業、および無回答だった企業を除いた結

果は以下のとおりとなっている。「全体」では、「周囲の労働者の業務分担の見直しを行う」が

54.5％でもっとも割合が高く、次いで「新規雇い入れ、派遣の受け入れ等により代替要員を確

保する」が 13.1％となっている。 

従業員規模別にみると、「301～500 人」では他に比べて、「周囲の労働者の業務分担の見直し

を行う」の割合が低く、「社内における配置転換等により代替要員を確保する」の割合が高い傾

向がみられる。 

図表 130 【「対象者がいない・わからない」「無回答」を除く】 

半年未満の育児休業取得者がいる場合：単数回答（Q34-2） 
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53.4%

56.4%

44.6%
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1.0%

2.4%
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0.0%

0.6%

1.2%
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0.0%
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0.0%

12.3%

10.3%

11.9%

21.7%

16.2%
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13.1%

12.1%

13.9%

13.3%

12.4%

17.2%

0.9%

1.7%

0.0%

0.0%

1.0%

1.3%

12.6%

12.1%

13.9%

16.9%

7.6%

6.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=921)

51～100人(n=415)

101～300人(n=323)

301～500人(n=83)

501～1,000人(n=52)

1,001人以上(n=47)

周囲の労働者の業務分担の見直しを行う

業務を代替する周囲の労働者に残業手当以外の手当支給等を行う

業務を代替する周囲の労働者を評価し、賞与に反映させている

部署全体の業務量を削減する

社内における配置転換等により代替要員を確保する

新規雇い入れ、派遣の受け入れ等により代替要員を確保する

制度利用者がいた結果、節減された人件費を代替要員確保等に使えるよう予め確保している

いずれも実施していない
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③育児のための短時間勤務制度の利用者が１名いる場合 

育児のための短時間勤務制度の利用者が１名いる場合に、業務分担の見直しや代替要員の確保

等を行っているかをみると、「全体」では、「周囲の労働者の業務分担の見直しを行う」が 34.4％

でもっとも割合が高く、次いで「対象者がいない・わからない」が 24.8％となっている。 

従業員規模別にみると、501人以上では、「周囲の労働者の業務分担の見直しを行う」の割合が

高い傾向がみられる。 

図表 131 育児のための短時間勤務制度の利用者が１名いる場合：単数回答（Q34-3） 

 
注）グラフ中では、割合が 0.0％のものについて表示を省略している。 

  

34.4%

25.7%

40.6%

39.0%

52.7%

59.8%

0.5%

1.1%

0.8%

1.3%

0.5%

1.5%

1.8%

1.7%

0.7%

0.5%

4.9%

3.5%

6.7%

7.6%

4.7%

2.5%

3.6%

5.3%

1.7%

2.5%

2.0%

2.9%

0.1%

1.3%

11.1%

13.3%

7.2%

15.3%

14.0%

8.3%

24.8%

30.1%

21.1%

23.7%

10.7%

10.3%

19.0%

20.4%

20.0%

11.0%

12.7%

15.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

周囲の労働者の業務分担の見直しを行う

業務を代替する周囲の労働者に残業手当以外の手当支給等を行う

業務を代替する周囲の労働者を評価し、賞与に反映させている

部署全体の業務量を削減する

社内における配置転換等により代替要員を確保する

新規雇い入れ、派遣の受け入れ等により代替要員を確保する

制度利用者がいた結果、節減された人件費を代替要員確保等に使えるよう予め確保している

いずれも実施していない

対象者がいない・わからない

無回答
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また、「対象者がいない・わからない」と回答した企業、および無回答だった企業を除いた結

果は以下のとおりとなっている。「全体」では、「周囲の労働者の業務分担の見直しを行う」が

61.2％でもっとも割合が高く、次いで「いずれも実施していない」が 19.8％となっている。 

従業員規模別にみると、「51～100 人」「301～500 人」では「いずれも実施していない」の割

合が高く、「1,001人以上」では「周囲の労働者の業務分担の見直しを行う」の割合が高い傾向

がみられる。 

図表 132 【「対象者がいない・わからない」「無回答」を除く】 

育児のための短時間勤務制度の利用者が１名いる場合 

：単数回答（Q34-3） 

 

注）グラフ中では、割合が 0.0％のものについて表示を省略している。 

  

61.2%

51.8%

68.9%

59.7%

68.7%

80.3%

0.9%

1.9%

1.3%

1.7%

0.7%

2.7%

3.6%

2.8%

0.9%

0.7%

8.8%

7.1%

11.3%

11.7%

6.1%

3.3%

6.4%

10.7%

2.8%

3.9%

2.6%

3.9%

0.1%

1.7%

19.8%

26.8%

12.3%

23.4%

18.3%

11.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=920)

51～100人(n=401)

101～300人(n=339)

301～500人(n=77)

501～1,000人(n=57)

1,001人以上(n=45)

周囲の労働者の業務分担の見直しを行う

業務を代替する周囲の労働者に残業手当以外の手当支給等を行う

業務を代替する周囲の労働者を評価し、賞与に反映させている

部署全体の業務量を削減する

社内における配置転換等により代替要員を確保する

新規雇い入れ、派遣の受け入れ等により代替要員を確保する

制度利用者がいた結果、節減された人件費を代替要員確保等に使えるよう予め確保している

いずれも実施していない
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④育児のための短時間勤務制度の利用者が複数名いる場合 

育児のための短時間勤務制度の利用者が複数名いる場合に、業務分担の見直しや代替要員の確

保等を行っているかをみると、「全体」では、「対象者がいない・わからない」が 35.9％でもっと

も割合が高く、次いで「周囲の労働者の業務分担の見直しを行う」が 22.4％となっている。 

従業員規模別にみると、規模が大きいほど「周囲の労働者の業務分担の見直しを行う」の割合

が高い傾向がみられる。 

図表 133 育児のための短時間勤務制度の利用者が複数名いる場合：単数回答（Q34-4） 

 

注）グラフ中では、割合が 0.0％のものについて表示を省略している。 

  

22.4%

15.9%

24.4%

29.7%

42.0%

50.0%

0.6%

0.9%

0.6%

0.3%

0.6%

0.8%

0.5%

5.1%

1.8%

8.3%

11.0%

6.0%

6.9%

5.0%

5.3%

3.9%

7.6%

4.7%

6.9%

0.1%

0.8%

1.3%

9.0%

11.5%

5.6%

10.2%

9.3%

6.9%

35.9%

42.5%

32.8%

28.0%

20.7%

12.3%

21.5%

22.1%

23.9%

11.9%

16.0%

16.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

周囲の労働者の業務分担の見直しを行う

業務を代替する周囲の労働者に残業手当以外の手当支給等を行う

業務を代替する周囲の労働者を評価し、賞与に反映させている

部署全体の業務量を削減する

社内における配置転換等により代替要員を確保する

新規雇い入れ、派遣の受け入れ等により代替要員を確保する

制度利用者がいた結果、節減された人件費を代替要員確保等に使えるよう予め確保している

いずれも実施していない

対象者がいない・わからない

無回答
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また、「対象者がいない・わからない」と回答した企業、および無回答だった企業を除いた結

果は以下のとおりとなっている。「全体」では、「周囲の労働者の業務分担の見直しを行う」が

52.5％でもっとも割合が高く、次いで「いずれも実施していない」が 21.2％となっている。 

従業員規模別にみると、「51～100 人」では「いずれも実施していない」の割合が高く、「101

～300 人」「301～500人」では「社内における配置転換等により代替要員を確保する」の割合が

高く、「501～1,000人」「1,001人以上」では「周囲の労働者の業務分担の見直しを行う」の割

合が高い傾向がみられる。 

図表 134 【「対象者がいない・わからない」「無回答」を除く】 

育児のための短時間勤務制度の利用者が複数名いる場合：単数回答（Q34-4） 

 

注）グラフ中では、割合が 0.0％のものについて表示を省略している。 

  

52.5%

45.0%

56.4%

49.3%

66.3%

70.3%

1.5%

2.5%

1.3%

0.6%

1.3%

1.4%

0.7%

12.0%

5.0%

19.2%

18.3%

9.5%

9.7%

11.8%

15.0%

9.0%

12.7%

7.4%

9.7%

0.3%

1.4%

2.1%

21.2%

32.5%

12.8%

16.9%

14.7%

9.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=698)

51～100人(n=286)

101～300人(n=250)

301～500人(n=71)

501～1,000人(n=47)

1,001人以上(n=43)

周囲の労働者の業務分担の見直しを行う

業務を代替する周囲の労働者に残業手当以外の手当支給等を行う

業務を代替する周囲の労働者を評価し、賞与に反映させている

部署全体の業務量を削減する

社内における配置転換等により代替要員を確保する

新規雇い入れ、派遣の受け入れ等により代替要員を確保する

制度利用者がいた結果、節減された人件費を代替要員確保等に使えるよう予め確保している

いずれも実施していない
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⑤育児のための所定外労働の制限の利用者がいる場合 

育児のための所定外労働の制限の利用者がいる場合に、業務分担の見直しや代替要員の確保等

を行っているかをみると、「全体」では、「対象者がいない・わからない」が 40.2％でもっとも割

合が高く、次いで「周囲の労働者の業務分担の見直しを行う」が 21.0％となっている。 

従業員規模別にみると、「1,001 人以上」では他に比べて、「周囲の労働者の業務分担の見直し

を行う」の割合が高くなっている。 

図表 135 育児のための所定外労働の制限の利用者がいる場合：単数回答（Q34-5） 

 

注）グラフ中では、割合が 0.0％のものについて表示を省略している。 

  

21.0%

17.7%

22.2%

22.0%

28.0%

42.6%

0.5%

1.1%

0.8%

0.5%

0.7%

0.3%
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9.3%

40.2%

43.4%

37.8%

42.4%

35.3%

23.0%

20.8%

20.4%

22.8%

15.3%

18.7%

20.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

周囲の労働者の業務分担の見直しを行う

業務を代替する周囲の労働者に残業手当以外の手当支給等を行う

業務を代替する周囲の労働者を評価し、賞与に反映させている

部署全体の業務量を削減する

社内における配置転換等により代替要員を確保する

新規雇い入れ、派遣の受け入れ等により代替要員を確保する

制度利用者がいた結果、節減された人件費を代替要員確保等に使えるよう予め確保している

いずれも実施していない

対象者がいない・わからない

無回答
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また、「対象者がいない・わからない」と回答した企業、および無回答だった企業を除いた結

果は以下のとおりとなっている。「全体」では、「周囲の労働者の業務分担の見直しを行う」が

53.8％でもっとも割合が高く、次いで「いずれも実施していない」が 29.9％となっている。 

従業員規模別にみると、「301～500 人」では「いずれも実施していない」の割合が高く、

「1,001人以上」では「周囲の労働者の業務分担の見直しを行う」の割合が高い傾向がみられ

る。 

図表 136 【「対象者がいない・わからない」「無回答」を除く】 

育児のための所定外労働の制限の利用者がいる場合：単数回答（Q34-5） 

 

注）グラフ中では、割合が 0.0％のものについて表示を省略している。 

  

53.8%

48.8%

56.3%

52.0%

60.9%
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2.8%

2.0%

0.9%
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29.9%

31.7%

28.2%

40.0%

24.6%

16.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=640)

51～100人(n=293)

101～300人(n=227)

301～500人(n=50)

501～1,000人(n=34)

1,001人以上(n=35)

周囲の労働者の業務分担の見直しを行う

業務を代替する周囲の労働者に残業手当以外の手当支給等を行う

業務を代替する周囲の労働者を評価し、賞与に反映させている

部署全体の業務量を削減する

社内における配置転換等により代替要員を確保する

新規雇い入れ、派遣の受け入れ等により代替要員を確保する

制度利用者がいた結果、節減された人件費を代替要員確保等に使えるよう予め確保している

いずれも実施していない
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（３）仕事と育児の両立支援制度の利用者から希望があった場合に実施していること 

①育児のための短時間勤務制度の利用者からの希望があった場合に実施していること 

育児のための短時間勤務制度の利用者からの希望があった場合に実施していることをみると、

「全体」では、「時間分の業務量を減らす／定時で帰れるよう業務量を減らす」が 68.5％でもっ

とも割合が高く、次いで「いずれも実施していない」が 22.0％となっている。 

従業員規模別にみると、「1,001 人以上」では他に比べて、「時間分の業務量を減らす／定時で

帰れるよう業務量を減らす」の割合が高い傾向がみられる。 

図表 137 育児のための短時間勤務制度の利用者からの希望があった場合に実施していること 

：複数回答（Q35-1） 
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17.9%
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4.2%
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2.5%

72.7%

27.3%
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4.7%

3.3%

6.0%

10.0%

6.7%

6.7%

14.7%

3.3%

82.4%

26.5%

12.7%

6.9%

4.4%

9.8%

17.6%

9.8%

9.3%

4.4%

4.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

時間分の業務量を減らす／定時で帰れるよう業務量を減らす

業務の責任の範囲を見直す

残業の少ない部署への配置転換を行う

責任の少ない役職に配置転換を行う

コース区分を変更する

職種を変更する

夜勤・休日勤務がないポストに配置転換を行う

出張がないポストに配置転換を行う

突発的な業務がないポストに配置転換を行う

いずれも実施していない

無回答

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)
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②所定外労働の制限（残業免除）の利用者からの希望があった場合に実施していること 

所定外労働の制限（残業免除）の利用者からの希望があった場合に実施していることをみると、

「全体」では、「時間分の業務量を減らす／定時で帰れるよう業務量を減らす」が 53.2％でもっ

とも割合が高く、次いで「いずれも実施していない」が 33.9％となっている。 

従業員規模別にみると、「1,001 人以上」では他に比べて、「時間分の業務量を減らす／定時で

帰れるよう業務量を減らす」の割合が 72.1％と高い傾向がみられる。 

図表 138 所定外労働の制限（残業免除）の利用者からの希望があった場合に実施していること：

複数回答（Q35-2） 

  

53.2%

13.1%

5.3%

2.6%

0.4%

2.9%

7.0%

5.8%

4.0%

33.9%

7.0%

56.6%

11.5%

3.5%

2.7%

0.0%

2.7%

5.3%

5.3%

4.4%

35.4%

5.3%

46.1%

13.9%

6.1%

2.2%

0.6%

3.3%

8.3%

6.7%

3.3%

34.4%

9.4%

52.5%

11.9%

8.5%

0.8%

0.0%

0.8%

7.6%

3.4%

1.7%

33.9%

6.8%

57.3%

18.0%

7.3%

4.7%

2.7%

2.7%

8.0%

4.7%

4.0%

30.0%

6.7%

72.1%

22.5%

13.2%

5.4%

3.4%

7.4%

15.2%

9.3%

9.3%

13.2%

5.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

時間分の業務量を減らす／定時で帰れるよう業務量を減らす

業務の責任の範囲を見直す

残業の少ない部署への配置転換を行う

責任の少ない役職に配置転換を行う

コース区分を変更する

職種を変更する

夜勤・休日勤務がないポストに配置転換を行う

出張がないポストに配置転換を行う

突発的な業務がないポストに配置転換を行う

いずれも実施していない

無回答

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)
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（４）育児のための短時間勤務制度・所定外労働の制限（残業免除）を利用する正規労働者につ

いて、キャリア形成のための取組・支援として行っていること 

育児のための短時間勤務制度・所定外労働の制限（残業免除）を利用する正規労働者について、

キャリア形成のための取組・支援として行っていることをみると、「全体」では、「制度利用者本

人と上司・人事部門等との面談」が 36.9％でもっとも割合が高く、次いで「制度利用者が希望に

応じて早期にフルタイム勤務に復帰できるよう支援」が 33.5％となっている。 

従業員規模別にみると、規模が大きいほど「キャリアアップ研修・セミナー等の実施」の割合

が高い傾向がみられる。 

図表 139 育児のための短時間勤務制度・所定外労働の制限（残業免除）を利用する 

正規労働者について、キャリア形成のための取組・支援として行っていること：複数回答（Q36） 

 

注）従業員規模別の結果は、次頁の数値表を参照。  

33.5%

1.7%

10.7%

17.3%

10.7%

36.9%

20.7%

1.7%

2.1%

5.6%

3.6%

2.2%

28.4%

4.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

制度利用者が希望に応じて早期にフルタイム勤務に

復帰できるよう支援

育児期に入る前に地方勤務や海外勤務、

出向を経験させるなど、早回しの人事管理を導入

短時間勤務などの時間制約がある従業員であっても

管理職に登用

時間あたりの成果による人事評価を実施

管理職へのマネジメント研修やセミナーの実施

制度利用者本人と上司・人事部門等との面談

育児との両立や、キャリア形成に関する相談窓口の設置

時間制約のある従業員を活かす職場マネジメントの好事例紹介

ロールモデル・メンターの紹介や、多様なキャリアパスの事例紹介

キャリアアップ研修・セミナー等の実施

育児中・育児を経験した従業員同士のネットワーク化

その他

特に何もしていない

無回答

全体(n=1,639)
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＜数値表＞ 

 

  

合計 制度利用者
が希望に応
じて早期に
フルタイム
勤務に復帰
できるよう
支援

育児期に入
る前に地方
勤務や海外
勤務、出向
を経験させ
るなど、早
回しの人事
管理を導入

短時間勤務
などの時間
制約がある
従業員で
あっても管
理職に登用

時間あたり
の成果によ
る人事評価
を実施

管理職への
マネジメン
ト研修やセ
ミナーの実
施

制度利用者
本人と上
司・人事部
門等との面
談

育児との両
立や、キャ
リア形成に
関する相談
窓口の設置

全体 1,639 33.5 1.7 10.7 17.3 10.7 36.9 20.7
51～100人 809 32.7 2.7 6.2 17.7 9.7 31.0 13.3
101～300人 576 34.4 0.6 13.9 15.6 9.4 43.9 26.7
301～500人 118 34.7 0.8 13.6 22.0 12.7 40.7 25.4
501～1,000人 75 34.7 1.3 18.7 16.0 16.7 38.7 32.7
1,001人以上 61 31.4 1.5 26.0 20.6 25.0 39.2 37.7

合計 時間制約の
ある従業員
を活かす職
場マネジメ
ントの好事
例紹介

ロールモデ
ル・メン
ターの紹介
や、多様な
キャリアパ
スの事例紹
介

キャリア
アップ研
修・セミ
ナー等の実
施

育児中・育
児を経験し
た従業員同
士のネット
ワーク化

その他 特に何もし
ていない

無回答

全体 1,639 1.7 2.1 5.6 3.6 2.2 28.4 4.6
51～100人 809 2.7 0.9 2.7 3.5 1.8 35.4 3.5
101～300人 576 0.6 2.2 6.1 1.7 3.3 22.2 6.7
301～500人 118 0.0 3.4 12.7 6.8 0.8 19.5 3.4
501～1,000人 75 2.7 4.7 12.7 4.7 0.0 24.0 4.0
1,001人以上 61 2.9 10.3 18.1 16.2 2.5 15.7 3.4

Q36 育児のための短時間勤務制度・所定外労働の制限（残業免除）を利用する正規
労働者のキャリア形成のための取組・支援
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（５）育児のための短時間勤務制度・所定外労働の制限（残業免除）の利用者に対するマネジメ

ント・評価に関して、管理職に求めていること 

育児のための短時間勤務制度・所定外労働の制限（残業免除）の利用者に対するマネジメント・

評価に関して、管理職に求めていることをみると、「全体」では、「周囲の労働者や部署内の業務

の配分の仕方に配慮すること」が 53.2％でもっとも割合が高く、次いで「制度利用者がそれぞれ

の勤務時間内に業務が終了するよう、日々の業務指示の仕方に配慮すること」が 52.5％となって

いる。 

従業員規模別にみると、規模が大きいほど「周囲の労働者や部署内の業務の配分の仕方に配慮

すること」「時間あたりの成果で評価するなど、制度利用が不利に働かないように人事評価をする

こと」の割合が高い傾向がみられる。 

図表 140 育児のための短時間勤務制度・所定外労働の制限（残業免除）の利用者に対する 

マネジメント・評価に関して、管理職に求めていること：複数回答（Q37） 

  

52.5%

53.2%

21.5%

2.1%

19.3%

4.8%

51.3%

46.0%

18.6%

3.5%

22.1%

3.5%

50.6%

58.3%

21.7%

0.6%

17.8%

7.2%

57.6%

59.3%

27.1%

1.7%

16.1%

1.7%

64.0%

66.7%

28.7%

0.7%

14.7%

4.7%

62.7%

70.6%

38.7%

0.5%

9.3%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

制度利用者がそれぞれの勤務時間内に業務が終了するよう、

日々の業務指示の仕方に配慮すること

周囲の労働者や部署内の業務の配分の仕方に配慮すること

時間あたりの成果で評価するなど、制度利用が不利に

働かないように人事評価をすること

その他

特に何も求めていない

無回答

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)
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２-１０．一般事業主行動計画の策定状況等 

（１）男性の育児休業取得率の公表状況 

男性の育児休業取得率の公表状況をみると、「全体」では、「公表予定はない」が 54.6％でもっ

とも割合が高く、次いで「公表している」が 32.3％となっている。 

従業員規模別にみると、規模が大きいほど「公表している」の割合が高い傾向がみられる。 

図表 141 男性の育児休業取得率の公表状況：単数回答（Q38） 

  

32.3%

16.8%

30.6%

82.2%

86.7%

90.7%

3.6%

2.7%

4.4%

7.6%

2.0%

2.5%

6.8%

6.2%

8.9%

4.2%

5.3%

2.5%

54.6%

72.6%

51.7%

5.1%

3.3%

2.0%

2.7%

1.8%

4.4%

0.8%

2.7%

2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)

公表している

令和７年度中に公表予定である

令和７年度中には公表できないが、令和８年度以降には公表予定である

公表予定はない

無回答
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２-１１．仕事と育児の両立支援に関する効果・課題等 

（１）仕事と育児の両立支援を推進することによる効果 

仕事と育児の両立支援を推進することによる効果をみると、「全体」では、「特に効果はない、

わからない」が 46.6％でもっとも割合が高く、次いで「社内において子育てしやすい雰囲気が醸

成された、仕事と育児の両立に関する理解が促進された」が 30.1％となっている。 

従業員規模別にみると、「1,001 人以上」では他に比べて、「社内において子育てしやすい雰囲

気が醸成された、仕事と育児の両立に関する理解が促進された」の割合が高い傾向がみられる。 

図表 142 仕事と育児の両立支援を推進することによる効果：複数回答（Q39） 

  

1.5%

24.8%

30.1%

10.8%

10.7%

4.4%

10.3%

2.0%

46.6%

3.5%

0.0%

18.6%

23.0%

8.8%

8.0%

3.5%

5.3%

1.8%

54.9%

2.7%

2.8%

30.0%

33.9%

12.2%

13.3%

5.6%

16.7%

2.2%

40.6%

5.0%

3.4%

28.0%

39.8%

11.0%

12.7%

3.4%

10.2%

2.5%

43.2%

1.7%

2.7%

41.3%

39.3%

14.0%

11.3%

3.3%

16.7%

2.7%

28.7%

3.3%

4.4%

31.9%

56.9%

17.6%

16.2%

7.8%

9.3%

1.5%

23.5%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新卒者や中途採用者の応募倍率が上がった、

内定辞退が減った

妊娠・出産・育児等を理由に辞める従業員が減った

社内において子育てしやすい雰囲気が醸成された、

仕事と育児の両立に関する理解が促進された

育児中の従業員のモチベーションが向上した

社内における業務プロセスの見直しや働き方改革の

きっかけになった

企業業績が向上した、企業イメージが向上した

子どもを持つ従業員が増えた

その他

特に効果はない、わからない

無回答

全体(n=1,639)

51～100人(n=809)

101～300人(n=576)

301～500人(n=118)

501～1,000人(n=75)

1,001人以上(n=61)
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（２）仕事と育児の両立支援を推進する上での障壁・課題 

仕事と育児の両立支援を推進する上での障壁・課題をみると、「全体」では、「子育て中の従業

員の業務を代替する周囲の従業員や管理職の負担が増えた」が 41.9％でもっとも割合が高く、次

いで「子育て中の従業員とそうでない従業員との間で不公平感がある」が 31.0％となっている。 

従業員規模別にみると、「1,001 人以上」では他に比べて、「子育て中の従業員の業務を代替す

る周囲の従業員や管理職の負担が増えた」の割合が高い傾向がみられる。 

図表 143 仕事と育児の両立支援を推進する上での障壁・課題：複数回答（Q40） 

 

＜数値表＞ 

 

  

11.4%

13.6%

24.3%

41.9%

31.0%

11.3%

2.1%

7.5%

6.6%

2.4%

26.9%

4.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

仕事と育児の両立について、管理職・経営者、同僚等の

理解・賛同・協力を得ることが難しい

従業員の労働時間管理、

人事評価、キャリア相談が複雑になった

両立支援制度の導入や代替要員確保にコストがかかる

子育て中の従業員の業務を代替する

周囲の従業員や管理職の負担が増えた

子育て中の従業員とそうでない従業員との間で

不公平感がある

ロールモデルが自社にいない、子育て中の従業員に対する

人事評価制度やキャリア育成方針がない

企業業績に影響が出る、

顧客や取引先への理解が得られにくい

仕事と育児の両立が、会社や職場に

どのようなメリットがあるのかがわからない

休業・休暇を取得したり、柔軟な働き方をしたりしにくい

雰囲気のある職場である

その他

特に障壁・課題だと思っていることはない

無回答

全体(n=1,639)

合計 仕事と育児の両立につ
いて、管理職・経営者、
同僚等の理解・賛同・
協力を得ることが難し
い

従業員の労働時間管
理、人事評価、キャリア
相談が複雑になった

両立支援制度の導入
や代替要員確保にコス
トがかかる

子育て中の従業員の
業務を代替する周囲の
従業員や管理職の負
担が増えた

子育て中の従業員とそ
うでない従業員との間
で不公平感がある

ロールモデルが自社に
いない、子育て中の従
業員に対する人事評
価制度やキャリア育成
方針がない

全体 1,639 11.4 13.6 24.3 41.9 31.0 11.3
51～100人 809 12.4 8.8 21.2 32.7 29.2 12.4
101～300人 576 8.3 17.8 28.9 48.3 30.6 8.9
301～500人 118 15.3 15.3 19.5 54.2 35.6 15.3
501～1,000人 75 17.3 23.3 26.0 53.3 35.3 13.3
1,001人以上 61 12.7 21.6 29.9 63.7 45.1 10.3

合計 企業業績に影響が出
る、顧客や取引先への
理解が得られにくい

仕事と育児の両立が、
会社や職場にどのよう
なメリットがあるのかが
わからない

休業・休暇を取得した
り、柔軟な働き方をした
りしにくい雰囲気のある
職場である

その他 特に障壁・課題だと
思っていることはない

無回答

全体 1,639 2.1 7.5 6.6 2.4 26.9 4.8
51～100人 809 3.5 9.7 8.0 2.7 31.9 5.3
101～300人 576 0.0 6.1 5.0 2.2 25.0 5.0
301～500人 118 2.5 3.4 6.8 0.8 17.8 0.8
501～1,000人 75 2.0 3.3 4.0 2.0 17.3 4.0
1,001人以上 61 1.0 3.9 6.4 3.9 8.8 3.9

Q40 仕事と育児の両立支援を推進する上での障壁・課題
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３．調査票 

 


